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論

翌年

自
作
農
地
白
創
設
及
維
持

第
二
十
六
巻

七

第

也E

七

自

作

農

地

の

創

設

及

維

持

河

回

嗣

J;is 

自
作
農
創
設
事
業
の
泊
革

自
作
農
民
ピ
自
作
農
地
ご
の
維
持
及
創
設
に
闘
す
る
巡
業
は
、
諸
外
川
聞
に
於

τは
か
な
り
U
T
〈
か
ら
行
は
れ
1

居
る
o

帥
も
英
闘
で
は
波
踊
土
に
於
て
夙
に
一
人
六

0
年
代
以
来
右
手
せ
ら
れ

小
作
人
を
し
て
小
農
地
を
購
入

せ
し
む
る
柏
崎
に
政
治
は
共
資
金

ω貸
付
を
匁
す
を
得
る
も
の
ご

L
、
十
九
祉
制
の
未
来
に
於
け
る
論
傑
令
は
自
作

農
地
購
入
者
め
支
挑
ふ
べ
き
年
賦
金

ω率
を
引
下
げ
北
(
償
還
年
限
を
長
(

L
・

小
作
人
は
普
通
の
小
作
料
よ
b
も

少
さ
年
賦
金
を
支
挑
ふ
ニ
正
に
依
℃
自
作
農
地
を
謎
る
こ
ご
の
出
来
る
道
一
炉
断
次
に
刷
お
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て

九

O
三
年
に
目
白
布
さ
れ
た
る
所
z
柑
ク
イ
ン
グ
ム
傑
例
(
下
自
宅
百

ι
E日
l
u
p
z
4
H
H

〔
川
『

U
H
)

ふ

1aaeAR---

t
:
J
I
 

此
事
業
に
闘
す
る
一
新
時
期
を
捌
き
・
盆
々
立
(
而
目
を
整
へ
て
事
業
り
進
捗
を
闘
る
唱
』
正
、
な
っ
た
。
絢
逸
に
於

て
も
亦
自
作
曲
属
創
設
布
業
は
所
調
凶
内
航
民
事
業
ご

L
て
行
は
れ
、

持
露
亜
に
在
つ

t
は
一
人
八
六
年
四
月
二
十

六
日

ω法
枠
(
の
B
O
R
t命
可
門
出
。
出
色
。
丘
O
Bロ
向
島
内
耳
目
}
百
円
〉
ロ

5
ι
-
E
m
E
ι
g
吋
円
。
己
HMNOロ

司
自
門
旬
日
旨
自
国

"'~， 'J 



ロロ
ι
司
。
ω
自
)

に
依
り
、
賞
初
は
西
普
露
西
及
ポ

1
ゼ

Y
地
方
に
濁
逸
人
農
民
を
扶
摘
す
る
事
業
己
し

τ着
手
せ

ら
れ
、
其
後
幾
度
か

ω改
正
を
経
て
、
世
界
大
戦
後
は
一
九
一
九
年
八
月
十
一
日
の
法
律
(
何
色
。
広
告
母
己

E
q
s

を
以
て
獅
逸
金
岡
内
に
捗
h
行
は
れ
る
事
業
ご

J

怨
し
た
。

町
内
ω
O
H
N
A
、。ロ
H
H
-

∞
-
【
唱
同
日

U
N
]
M 
H 

U 
) 

共
他
丁
抹
に
於
て
も
比
剖
業

ω腕
芽
は
夙
に
十
八
世
紀
の
後
生
・
に
之
を
見
る
こ
ご
が
出
来
る
が
一
八
九
九
年
農

業
労
働
者
の
翁
に
す
る
小
農
地
設
定
に
闘
す
る
法
律
が
設
け
ら
れ
て
以
後
は
事
業
の
基
礎
磁
ハ
止
す
る
に
一
主
っ
た
o

此
等
の
閥
h
N

以
外
に
於
一
ー
も
例
へ
ば
仰
・
内
・
伊
・
那
諾
叫
(
仰
に
於
て
白
作
底
的
維
持
創
定
打
〈
は
-
」
れ
に
類
似
せ

る
事
業
の
質
例
を
見
る
こ
ご
が
出
来
る
。

我
闘
に
於
け
る
自
作
曲
肱

ω創
設
及
維
持
仁
闘
す
る
施
設
は
大
正
十
-
年
に
そ
の
目
的
の
潟
に
簡
易
保
険
積
立
金

の
貸
付
が
行
は
れ
る
や
う
仁
な
っ
て
か
ら
・

ゃ
、
基
礎
を
縮
担
え
る
こ
ご
に
な
っ
た
o

そ
し
て
大
正
十
四
年
に
至
る

ま
で
は
大
部
分
は
府
勝
の
事
業
ご
し

τ之
を
行
ひ
、
町
村
及
び
産
業
組
合

ω如
き
も
之
に
闘
す
る
施
設
を
矯

L
、

或
程
度

ω成
績
を
捧
げ
る
屯
」
ご
が
出
来
た
。
そ
の
主
な
る
府
脈
は
・
朽
木
・
香
川
・
新
山
内
・
奈
良
・
愛
知
・
岐
阜
・
山
日
・

佐
賀
・
千
葉
・
滋
賀
・
鳥
取
其
他
合
計
一
府
十
九
勝
で
ゐ
る
o

此
副
業
の
潟
に
斜
吉
れ
た
る
貸
付
金
的
総
額
は
約
千

七
百
品
川
高
岡
に
及
び
某
中
に
在
つ
て
は
簡
易
保
険
積
立
金
か
ら

ω貸
付
が
最
も
多
〈
合
計
約
千
四
百
高
闘
に
達
し

て
居
る
。
こ
れ
に
次
「
も
の
は
産
業
組
合
資
金
、
腕
慨
災
救
助
基
金
、
糊
銀
及
農
銀
よ
h
の
貸
付
金
某
他
で
あ

る
。
禁
貸
付
方
法
は
簡
易
生
命
保
険
積
立
金
は
年
刺
卒
=
一
品
川
乃
至
五
分
三
原
・
償
還
期
限
十
五
ゲ
年
乃
至
二
十
年

論

自
作
農
地
目
創
設
及
維
持

第
二
寸
一
九
巷

ーヒ

主再

就

七

量生

1m者r鹿村研究j五三百は下a'J{む目以下
拙者『品業柑持，n(農村IIIj阻大系r-f;凹嗣)一。三瓦以下北ーーー頁叫下
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論「

畿

自
作
農
地
自
創
設
及
維
持

第
二
十
大
谷

七
I!!I 

第

稗

七
四

古
い
ふ
こ
正
に
な
っ
て
居
b
、
勧
銀
・
農
銀
・
産
業
組
合
か
ら
の
貸
付
は
利
率
七
分
乃
至
一
割
、
期
間
五
グ
年
乃
至

十
ヶ
年
古
い
V

ふ
位
な
所
で
あ
る
o

そ
し
て
一
入
賞
b
の
自
作
農
地
購
入
又
は
維
持
反
別
は
一
町
歩
以
下
普
通
は
ニ

反
歩
見
賞
で
、
貸
付
金
額
は
五
百
園
乃
至
六
百
圃
が
普
通
で
ゐ
っ
た
。

然
る
に
政
府
は
昭
和
一
苅
年
か
ら
は
二
十
五
ヶ
年
を
一
期
ご

L
τ
簡
易
生
命
保
険
積
立
金
等
に
よ
る
低
利
資
金

を
、
長
期
償
還

ω方
法
で
以
て
、
自
作
農
地
の
購
入
又
は
維
持
者

ω償
還
金
が
硯
小
作
料
を
超
へ
な
い
範
囲
内
に

於
て
、
施
設
者
に
補
助
金
ご
し
て
交
付
す
る
甲
』
ご
に
し
た
o

-
』
の
計
査
に
依
れ
ば
廿
五
ヶ
年
内
仁
融
通
せ
ら
る
べ

き
資
金
は
合
計
四
億
六
千
八
百
五
拾
荷
風
、
補
助
金
約
品
目
徳
武
百
九
拾
南
国
り
強
定
で
あ
る
。
之
に
依
て
維
持
又

は
創
設
せ
ら
れ
る
土
地
は
約
十
一
持
七
千
町
歩
で
我
闘
に
於
け
る
小
作
地
縮
而
時
間
内
二
十
三
分
一
に
賞
品
ご
い
ふ

計
査
で
あ
る
。
比
計
査
仁
依
り
大
正
十
五
年
度
に
行
は
れ
た
る
施
設
は
一
道
二
府
四
十
膝
に
H
A
ぴ
、
貸
付
は
簡
易

保
険
積
立
金
か
ら
八
百
五
拾
高
岡
、
地
主
か
ら
の
借
入
金
拾
拳
高
凶
(
山
形
聯
)
・
こ
り
巾
七
百
市
内
闘
に
劃
し
て
は

昭
和
元
年
以
降
廿
五
グ
年
間
残
額
に
劃
し
て
は
昭
和
二
年
以
降
二
十
四
ヶ
年
間
補
助
金
を
交
付
す
る
こ
正
に
な
っ

て
居
る
o

そ
し
て
昭
和
元
年
度
り
融
泌
資
金
に
依
て
創
設
維
持
せ
ら
れ
た
る
土
地
は
約
三
千
町
歩
‘
人
員
約
九
千

係
人
ご
い
ふ
見
込

r
t報
守
ら
れ
て
居
る
。
貸
付
は
各
府
脈
か
ら
直
接
に
叉
は
市
町
村
、
産
業
組
合
等
を
経
て
刷
局

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
貸
付
嘗
該
年
は
据
位
、
其
後
二
十
四
ヶ
年

ω
年
賦
又
は
宇
年
賦
償
還
の
方
法
に
依
る
o

利

恋
・
は
年
三
分
五
厩
で
ゐ
る
が
、
府
服
に
よ
っ
て
は
真
に
利
子

ω補
給
を
匁

L
三
分
又
は
二
分
五
一
加
で
貸
付
付
て
居

‘ 4酬な~ ~ . ， ' 



る
ι》

も
あ
る
03) 

邸
も
我
困
じ
於
り
る
自
作
農
創
設
及
維
持

ω事
業
は
‘
着
手
後
日
も
備
は
浅
(
、
又
従
来
は
其
の
事
業
計
査

ω

規
模
小
さ
〈
、
融
通
安
金
り
如
、
き
も
其
資
似

ω
聞
係
か
ら
比
較
的
小
額
で
、
従
て
其
質
地
成
制
も
こ
れ
を
み
」
倒
的

に
見
れ
ば
、

拘
に
微
々
た
る
も
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

一一
新
計
蓄
の
立
案
ご
改
訂

現
行
り
白
作
農
創
定
及
維
持
的
事
業
が
、
上
に
一
不
す
や
う
に
中
途
宇
端
な
も

ωで
、
従
て
其
成
総
も
兎
角
不
十

品
川
な
る
を
兎
れ
な
か
っ
た
も

ω
に
か
ら
、
政
府
は
一
府
こ
の
事
業
じ
カ
を
入
れ
、

こ
れ
を
も
っ
ご
大
規
模
な
も
的

Z
錦
し
、
叉
も
つ
吉
岡
家
的
な
も
の
ご
鴻
さ
ん
ご
し
て
、
新
た
に
其
計
査
案
を
立
て
る
に
至
っ
た
o

其
案
は
昭
和

二
年
九
月
に
世
に
会
に
せ
ら
れ
た
が
、

そ
れ
に
謝

て
は
朝
野
り
聞
に
彼
此
議
論
が
戦
は
き
れ
、
珠
算
閣
議
に
提

出
せ
ら
れ
る
に
至
つ
て
は
、
絡
に
閑
僚
聞
に
も
意
鬼

ω著
し
き
相
遣
を
見
、
案
は
今
一
度
調
持
制
先
す
る
こ
三
に

な
っ
た
o

其
結
果
十
一
月
に
至
ワ

τ又
新
た
な
る
案
が
作
ら
れ
て
会
じ
さ
れ
る
運
び
ご
な
h
、
前
的
案
ご
は
其
内

容
に
於
て
も
又
法
文
の
構
成
上
に
於
ー
も
大
分
面
目
を
異
に
せ
る
も
の
が
出
来
た
。

試
に
閣
議
に
際
し
て
表
は
れ
た
る
議
論
を
中
心
ご
し
て
、
新
た
な
る
計
量
仁
閲
す
る
論
議
の
重
要
鮎
ご
思
は
れ

る
所
の
も
の
を
窺
っ
て
み
る
で
あ
ら
う
。

論

量生

自
作
農
地
自
創
設
及
制
封

第
ニ
寸
大
容

f事

蹴

一
七
五

一
七
王

以上岡J.t新聞第立高成千八百七祈参Z世間執り材利 K蹴る3) 
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E面

議

自
作
農
地
目
創
設
及
維
持

第
二
十
六
巻

一
七
六

第

披

J 

b 
~ ，、

新
計
査
案
に
劃
す
る
根
本
的
反
謝
意
見
は
、
岡
家
ご
し
て
従
来
以
上
に
夏
に
自
作
農
創
設
及
維
持
事
業
を
助
成

す
る
必
要
な
し
・
強
い
て
こ
れ
を
行
ふ
に
於
て
は
財
政
上
の
負
傷
を
冊
唱
し
、
却
っ
て
耐
を
の
こ
す
こ
正
に
な
る
恐

あ
り
ご
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
作
農
維
持
創
設
事
業
に
品
川
・
り
大
き
な
望
を
置
か
宇
、
た
い
従
来
位
芯
規
模

で
こ
れ
を
行
っ
て
、
簡
易
保
険
の
積
立
金
を
融
通
す
る
和
度
を
以

τ足
れ

h
ご
す
る
意
見
か
ら
出
て
居
る
も
の
で

ゐ
品
。
然
る
に
之
に
謝
し
て
新
計
査
を
必
要
・
E
H吊
る
者
は
・
自
作
農

ω紺
持
M
A
創
設
を
以
て
農
業
生
産
を
増
殖
す

は
七
十
グ
年
ご
い
ふ
長

ν年
月

ω聞
に
支
出
せ
ら
れ
る
も
の
な
れ
ば
、

か
、
る
重
要
政
策

ω遂
行
の
須
の
負
鎗
ご

る
が
柏
崎
に
も
、
又
小
作
問
題
其
他
農
地
問
題
を
解
決
す
る
上
に
も
、
必
要
で
又
有
放
な
る
政
策
吉
見
、
従
て
こ
れ

を
従
来

ωや
う
な
不
徹
底
な
や
b
方
で
賞
行
す
る
り
で
は
不
十
分
£
考
へ
る
。
郎
も
従
来
の
や
う
に
簡
易
保
険
的

積
立
金
其
他
預
金
却
の
低
利
資
金
を
融
一
池
す
る
ピ
け
で
は
・
曲
川
家
多
少
こ
れ
を
増
額
す
る
見
込
め
る
に
し
て
も
、

従
来

ω計
査
で
は
年
身
僅
か
な
面
積
町
歩
的
小
作
地
を
自
作
地
ご
錯
し
得
る
に
過
言
十
、
現
在
の
小
作
地
面
積
ニ

百
入
十
苗
同
町
歩
を
全
部
自
作
地
ご
す
る
に
は
数
世
紀
を
要
L
、
そ
ん
な
一
二
」
で
は
政
策
上
の
日
的
は
漣
し
得
ら
れ

な
い
己
主
張
す
る
O

そ
し
て
反
謝
論
者
は
新
計
査
が
財
政
負
擦
を
加
重
す
る
こ

Z
を
遮
れ
る
け
れ
ど
も
・
新
計
書

に
よ

b
一
二
十
五
ヶ
年
附
一
事
業
を
継
縦
賞
施
す
る
正

L
て
闘
庫
の
一
負
携
は
従
来

ω負
館
正
合
算
L
て
第
一
年
約
百
六

拾
晶
君
官
官
両
岡
に
過
ぎ
す
、
爾
後
漸
次
増
加
し
て
第
三
十
五
年
に
は
最
高
式
千
多
百
高
幽
己
な
る
が
‘
北
九
以
後
は
漸
減

し
て
第
六
十
九
年
は
百
四
扮
入
荷
岡
ご
な
る
。
負
強
総
額
八
億
六
千
百
八
扮
四
高
岡
仁
淫
す
る
け
れ
左
も
、
そ
れ

‘」..-" '. 



し
で
は
忍
ぶ
べ
き
で
あ
る
ご
駁
撃
す
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
新
計
査
を
立
て
た
る
農
林
省
首
局
の
如
、
さ
は
自
作
農
地
の
購
買
の
た
め
に
は
新
た
仁
地
代
債
券

ω制
を

設
け
て
‘
年
額
凡
そ
入
千
高
闘
を
限
度
Z
し
て
向
ム
三
十
五
グ
年
間
に
二
十
八
億
を
後
行
L
て
事
業
の
大
促
進
を

活
さ
ん
ご
す
る
業
を
造
h
上
げ
た

ω
で
ゐ
る
。
即
も
狗
逸
の
園
内
杭
民
事
業
の
銭
に
地
代
銀
行
の
接
行
す
る
地
代

部
叫
券
(
河
内
E
S
E
o
O
に
倣
ひ
農
地
債
券
制
を
遁
・
9
、

土
地
が
自
作
農
地
ご
し
て
地
主
よ
h
買
取
ら
れ
る
場
合
仁

は
、
共
代
金
は
こ
れ
を
五
分
刺
付
な
る
農
地
偵
券
に
依
T
支
梯
ふ
も
の
ご

L
、
党
(
批
直
行
額
を
右
漣
の
如
〈
年
々
八

千
世
同
国
以
内
正
い
ふ

E
額
の
も
の
ご
し

τ、
現
金
支
排
に
依
る
不
便
を
除
き
事
業
の
促
進
を
期
せ
ん
ご
す
る
の
で

あ
る
。然

る
に
こ
の
計
査
に
劃
し
て
は
、
之
に
不
賛
成
な
る
者
は
、
農
地
債
券
は
案
の
示
す
が
如
き
も
の
で
あ
る
限
h

一
公
偵
政
策
仁
影
響
を
刑
判
へ
、
且
金
融
市
場
を
座
迫
す
る
恐
ゐ
・
り
ご
し
て
反
劃
の
獲
を
奉
げ
た
。
こ
の
反
謝
に
濁
L

て
は
計
査
の
立
案
者
は
、
農
地
債
券
は
計
一
査
案
山
一
示
す
所
に
よ
h
、

一
方
に
於
て
は
土
地
の
所
有
者
仁
劃
し
て
業

土
地
代
金
を
支
梯
ふ
任
務
に
嘗
b
、
他
方
に
於
て
は
自
作
農
地
Z
し
て
之
を
賞
受
付
る
者
か
ら
其
代
金
の
年
賦
償

還
を
受
付
る
仲
介
機
関
正

L
て
の
農
地
金
庫
な
る
も
の
が
之
を
後
行
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
債
券
償
還
の
義
務

は
農
地
金
庫
が
之
を
負
婚
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
閥
庫
は
た
い
其
償
法
資
金
の
不
足
し
た
る
場
合
に
強
算
の
範
囲
内

に
於
て
補
助
金
を
交
付
す
る
の
み
で
あ
る
。
従
て
農
地
債
券
は
闘
偵

ε芙
性
質
を
異
に
し
会
偵
政
策
に
影
響
を
及

格

競

一
七
七

議

自
作
農
地
内
創
設
及
維
持

第
二
十
六
経

}
七
七

論
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論

誰

銘
二
十
古
典
世

第

拙

七
J、

一
七
八

自
作
農
地
白
創
設
及
緋
持

ぼ
す
こ
正
は
な
い
。
又
農
地
債
券
は
其
資
金
を
募
集
す
る
も
の
一
で
な
〈
土
地
を
資
却
す
る
地
主
じ
劃
し
て
茶
代
金

正
し
て
交
付
す
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
他

ω方
面
に
投
骨
ら
れ
る
資
金
を
放
牧
す
る
こ
ご
な
く
、
従

τ金
融
市
場
を

師
睡
迫
す
る
こ
ご
は
な
い
ご
帥
附
議
す
る
。

次
に
新
計
査
に
反
劃
す
る
者
は
、
新
計
主
仁
よ
れ
ば
小
作
人
は
自
作
農
地
正
し
て
買
取
り
た
る
土
地
の
代
金
は

年
賦
誌
に
よ
ち
農
地
金
庫
に
蝋
到
し

τ馳
刑
務
す
る
こ
芯
じ
な
っ

τ居
る
が
、
そ
れ
で
は
、
そ

ω元
利
支
帥
加
が
不
能
Z

な
b
た
る
場
合
に
は
、
従
来
小
作
人
封
地
主
の
守
で
ゐ
っ
た
も
の
が
、
時
じ
て
小
作
人
劃
政
府
の
守
正
な
る
恐
が

ゐ・り、

ニ
れ
は
幽
策
上
不
利
盆
な
こ

t
r
t推
す
る
。
之
に
到
し
て
立
案
者
側
は
自
作
農
地
の
獲
得
者
た
る
小
作

人
は
小
作
地
の
如
〈
こ
れ
を
地
主
か
ら
取
上
げ
ら
れ
る
恐
な
〈
、
経
此
百
安
嗣
仁

L
て
然
か
も
土
地
生
産
カ
の
増
加

等
に
よ
る
業
務
上
の
利
盆
は
悉
〈
自
己
り
所
得
ご
な
る
か
ら
、
年
賦
金

ω支
扮
に
差
支
へ
る
や
う
な
憂
は
な
〈
、

従
て
其
一
帯
に
闘
し
て
政
府
ご
の
聞
に
守
の
生
十
る
恐
は
な
い
ご
刷
用
制
ゆ
隣
営
固
め
て
居
る
。

-
夫
に
反
謝
意
見
は
、
創
設
維
持
し
た
る
自
作
農
地
を
強
制
蕗
分
に
附
す
る
結
果
に
陥
る
ζ

ご
多
か
る
べ
し
E
憂

へ
る
の
で
あ
る
o

こ
れ
に
謝
L
て
立
案
者
側
は
年
賦
金
の
支
抑
を
怠
る
者
に
咽
到
し
て
は
土
地
所
布
機
を
農
地
金
庫

に
移
特
せ
し
む
る
こ
己
に
な
っ

τ居
h
、
又
強
制
徴
牧
を
潟
す
こ
ご
に
も
な
っ
て
居
る
が
、
不
可
抗
力
仁
よ
り
荒

地
正
な
り
又
は
敬
穫
減
少
し
た
る
場
合
に
は
、
之
に
腿
じ

τ年
賦
金
の
杢
部
又
は
一
部
を
兎
除
し
叉
は
償
還
期
間

を
延
長
す
る
等
似
訟
を
講
す
る
道
が
開
い
て
あ
る
か
ら
、
強
制
蕗
1
7
を
受
け
る
や
う
な
こ
と
は
至
っ
て
少
い
筈
に

"~'. . 



ご
主
張
す
る
。

突
に
一
民
掛
者
は
、
自
作
農
地
の
獲
得
者
が
年
賦
金
り
不
納
同
盟
を
唖
却
す
恐
は
な
い
か
ご
心
配
す
る
G

こ
れ
に
封

L
t
は
案

ω
支
持
者
は
、
小
作
料
科
度
の
年
賦
金
を
支
梯
へ
ば
三
十
五
年
後
に
は
完
全
な
る
土
地
所
有
権
を
得
ら

れ
る

ωに
か
ら
不
納
同
躍
を
起
し
て
共
権
利
を
奪
は
れ
る
や
う
な
肢
は
演
じ
な
い
で
ゐ
ら
一
う
吉
見
て
居
る
。

来
に
反
刑
判
論
者
は
、
新
計
査
案
が
自
作
農
地
に
は
地
租
を
免
除
す
る
司
』
さ
に
な
っ
て
居
る
鮎
に
反
謝
し
て
居
る

が
、
そ
れ
は
か
の
地
租
委
譲
古
い
ふ
政
次
品
目
流

ω
政
策
ご
の
釣
合
か
ら
、
其
方
の
品
別
川
本
を
減
歩
る
こ
ご
め
る
べ
し

ピ
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
に
謝
し
て
の
支
持
論
も
従
て
そ
の
意
味
か
ら

ω支
持
論
で
鼓
仁
特
筆
す
る
に
値
す
る

も
の
で
は
な
い
。

要
す
る
仁
以
上
一
不
す
や
う
な
色
々
な
賛
否
雨
方
面
の
議
論
が
戦
は
さ
れ
た
の
で
ゐ
る
が
、
そ
の
論
守
は
一
部
分

は
理
論
的
な
も
の
で
あ
h
、

一
部
分
は
事
賞
上

ω見
込
に
闘
す
る
も
り
で
あ
る
o

然
し
そ
れ
等
の
論
貼
を
一
不
す
こ

Z
に
依
っ
て
新
た
に
立
て
ら
れ
た
る
自
作
農
維
持
創
設
計
査
な
る
も
の
が
大
館
如
何
な
る
案
を
具
し
て
表
は
れ
た

か
を
知
る
こ
ご
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
裳
に
九
月
頃
に
一
不
さ
れ
た
る
案
は
右
等
の
巨
体
調
論
を
考
慮
し
て
大

品企唱
h
か
へ
ら
れ
る
こ
ご
に
な
っ
た
の
は
、
新
計
査
な
る
も
の
に
劃
す
る
政
府
内
部
に
於
け
る
冬
布
地
の
動
き
方
を

も
窺
は

L
む
る
仁
足
る
も
の
ご
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
郎
も
自
作
農
維
持
創
設
事
業
な
る
も
の
に
劃
す
る
我
閥
現
時

の
所
調
政
治
的
見
地

ω大
勢
を
も
大
健
-
」
れ
に
よ
っ
て
測
定
す
る
こ
正
が
山
家
る
で
あ
ら
う
。

論

議

七
九

自
作
農
地
的
創
設
及
緋
持

第
二
十
六
経

一
七
九

量草

枕

以上時事新報部一部五千九百三十λ腕所掲む材14に航る4) 
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論

議

自
作
農
地
由
創
設
及
維
持

第
ニ
十
六
巻

λ 
O 

第
一
一
拙

入

O 

自
作
農
地
の
創
設
及
維
持

改
訂
せ
ら
れ
た
る
案
に
依
て
自
作
農
地
の
創
設
及
維
持
に
閲
す
る
新
計
茸

ω大
詰
慨
を
窺
つ

τみ
る
に
、
先

a

っ
そ

の
創
設
若
く
は
維
持
の
行
は
る
べ
き
道
己
し
て
は
、
賞
事
者
の
契
約
仁
よ
る
こ
古
仁
な
っ
て
居
る
。
然
か
も
共
契

約
の
柏
崎
き
る
、
に
官
つ
て
は
同
時
に
農
地
金
庫
が
土
地
代
金
の
授
受
に
閲
す
る
仲
介
機
関
正
し

τ働
く
べ
き
契
約

を
震
す
こ
ご
に
な
っ
て
庖
品
。
郎
ち
法
案
の
一
不
す
所
に
よ
れ
ば

白
作
農
地
の
創
設
契
約
は
土
地
所
有
者
が
自
作
を
震
す
の
目
的
を
以
て
土
地
を
取
得
せ
ひ
ご
す
る
者
(
創
設

者
)
に
封
し
土
地
所
有
械
を
移
縛
す
る
噂
』
ご
を
約
L
農
地
金
庫
は
土
地
所
有
者
に
封
し
所
有
緋
移
輔
の
割
償
ご

し
て
農
地
償
券
を
交
付
す
る
こ
さ
を
約
し
且
つ
土
地
を
取
得
せ
む
ご
す
る
者
は
農
地
金
庫
に
謝

L
そ
の
謝
舗
に

相
賞
す
る
金
額
の
年
賦
支
携
を
怨
す
-
、
さ
を
約
す
る
仁
よ
り
て
ぞ
の
致
カ
を
生
す
。

自
作
農
地
仙
一
維
持
契
約
は
低
蛍
椎
者
又
は
質
権
者
が
現
に
自
作
を
な
し
土
地
の
抵
蛍
艇
を
消
滅
せ
ん
ご
す
る

土
地
所
有
者
(
維
持
者
)
又
は
自
作
を
局
す
の
目
的
を
以
て
質
艇
を
消
滅
せ
ん

Z
す
る
土
地
所
有
者
(
維
持
者
)
の

た
め
に
共
偵
椛
を
消
滅
せ
し
む
る
・
』

zeぜ
約
し
農
地
金
庫
は
抵
常
檎
者
又
は
質
催
者
に
卦
し
そ
の
債
権
消
滅
の

割
問
明
正
し
て
農
地
債
券
を
交
付
す
る
こ
ご
を
約
し
且
土
地
所
有
者
は
農
地
金
庫
に
調
し
そ
の
謝
慣
に
相
賞
す
る

金
額
の
年
賦
支
梯
を
錯
す
こ
ご
を
約
す
る
に
依
h
て
共
放
カ
を
生
中
(
法
案
第
一
候
)

'."'. . 



Z
規
定
し
て
あ
る
o

こ
の
改
訂
案
を
嚢
に
作
ら
れ
た
る
法
案
正
比
較
す
る
に
大
分
様
子
が
襲
っ
て
居
る
o
前
法
案

に
よ
れ
ば

第

1Jo¥'i 

農
地
金
庫
の
仲
介
を
以

τ自
作
田
畑
正
な
す
の
目
的
を
以

τ土
地
を
取
得
(
自
作
農
地
の
創
設
)
せ
む

芭
す
る
者
又
は
自
作
田
畑
山
り
抵
嘗
継
を
消
滅
せ
し
め
若
〈
は
自
作
す
る
た
め
そ
の
所
有
す
る
悶
畑
の
債
棋
を

消
滅
(
自
作
農
地
の
維
持
)
ゼ
む
芭
す
る
者
は
そ
の
土
地
の
所
有
者
又
は
抵
皆
様
者
若
〈
は
償
梯
者
の
同
意
を

得
て
自
作
農
地
創
設
又
は
維
持
を
農
林
大
臣
に
申
請
す
ぺ

L

第

f咲

前
僚
の
申
請
ゐ
b
た
る
ご
き
は
農
林
大
臣
は
自
作
農
地
委
員
曾

ω議
を
経
て
自
作
農
地
の
創
設
又
は

維
持
に
闘
す
る
決
定
を
な
し
遅
滞
な
く
こ
れ
を
農
地
金
庫
仁
指
令
す
べ

L
、
自
作
農
地
委
員
曾
の
組
織
機
限

そ

ω他
必
要
な
る
事
項
は
勅
A
T
を
以
て
・
」
れ
を
定
む

Z
な
っ
て
居
た
。
こ
の
案
に
よ
れ
ば
、
農
地
金
庫
の
仲
介
を
以
て
自
作
農
地
を
創
設
又
は
維
持
せ
む
ご
す
る
者

11 

そ
の
旨
を
農
林
大
臣
に
申
請
し
、
農
林
大
闘
は
自
作
農
地
委
員
曾

ω議
を
経
て
ヨ
』
れ
を
決
定
す
る
の
で
ゐ
る

か
ら
、
自
作
農
地
の
維
持
創
設
の
事
業
の
行
は
れ
る
に
つ
い
て
は
、
農
林
大
臣
が
自
ら
責
任
を
取
っ

τ其
の
決
定

を
潟
す
次
第
で
、
共
決
定
を
匁
す
に
つ
い

τは
、
自
作
農
地
委
員
曾
の
議
を
煙
る
こ
正
に
は
な
っ
て
居
る
が
、

t 

じ
か
〈
事
業
の
行
は
れ
る
に
つ
い
て
の
支
配
様
を
握
る
わ
り
で
あ
る

Q

そ
し
て
そ
の
自
作
農
地
委
員
曾
な
る
も
の

も
勅
A
T
に
依
っ
て
其
組
織
権
限
の
定
め
ら
れ
る
も
の
で
め
る
が
、
こ
れ
も
会
的
な
機
関
で
岡
家
的
な
も
の
で
あ

犠

第
二
十
六
位
世

論

自
作
農
地
の
創
設
及
維
持

F、

第

捜

A. 
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論

第
二
十
六
番

" 

自
作
農
地
の
創
設
及
維
持

ノ、

議

第

脱

る
o

従
て
此
案
じ
よ
れ
ば
自
作
農
地
創
設
維
持
の
事
業
は
国
家
が
自
ら
責
任
を
負
ふ
て
こ
れ
を
行
ふ
意
味
が
多
分

に
加
は
っ
て
一
純
の
岡
市
部
的
事
業
己
考
へ
得
ら
れ
る
一
}
ご
に
な
る
。

斯
〈
事
業
合
同
幽
』
山
部
的

ω事
業
ご
し
て
行
ふ
-
』
正
は
、

こ
れ
を
先
例
に
求
む
れ
ば
、
嘗
初
普
露
西
に
こ
れ
を
行
つ

た
所
の
凶
普
露
西
及
び
ポ

1
ゼ
ン
に
謝
す
る
閣
内
航
民
事
業
に
於
て
こ
れ
を
見
出
す
こ
正
が
出
来
る
υ

一
八
八
六

年
四
月
二
十
六
日

ω法
伴
仁
依
h
行
は
れ
る
ヨ
』
ご
に
な
っ
に
同
事
業
は
、
常
初
は
波
蘭
闘
境
地
方
に
獅
逸
人
を
土

着
せ
し
め
る
政
治
上
り
必
要
を
主
ご
し
た
も
の
で
、
従
て
閥
家
的
な
事
業
た
る
性
質
を
多
分
に
備
へ
て
活
花
。
そ

し

τそ
れ
は
地
代
農
地
を
設
定
す
る
の
で
ゐ
っ
た
が
、
そ
の
創
設
は
王
立
農
民
扶
殖
委
員
曾

(同町民間
t
の
F
O

〉
干

日日口ロロ問
ωroBEEω{Oロ
白
「

tJ~2門
官
。
口
出
自
己
ロ
且
吋
。
河
口
)

の
手
に
依
て
行
は
れ
る
も
の
で
ゐ
っ
た
。

そ
の
後
同
事
業
は
一
八
九

O
年
六
月
二
十
七
日

ω法
律
に
依
て
普
露
両
全
健
に
狩
り
行
は
れ
る
も
の
ご
な
hd
、

叉
そ
の
目
的
も
自
作
曲
民
主
義

ω
下
に
中
小
農
地
を
設
設
す
る
も
の
ご
な
り
、
其
笠
年
ま
た
法
作
改
正
せ
ら
れ
て
、

地
代
銀
行
同

g
z号
g
r
g
E

一
般
委
員
曾
の
宮
内
E
F
o白
日
一
色
。
ロ

Z
が
事
業
に
奉
到
す
る
こ

Z
に
な
っ
た
。
爾

世
界
大
戦
後
真
に
事
業
は
繍
張
せ
ら
れ
一
九
一
九
年

来
こ
の
園
内
砧
植
民
事
業
は
幾
多

ω経
験
を
経
て
来
た
が
、

入
月
十
一
日
の
法
律
に
よ
り
事
業
は
洞
地
全
国
じ
拶
り
行
は
れ
る
も
の
ご
な

b
、
従
前
の
一
般
委
員
曾
は
開
拓
局

(
円
自
己

a
r
c
-
Z品
目
宮
町
)

己
改
稿
せ
ら
れ
、

や
は
り
地
代
銀
行
ご
相
並
ん
で
事
業
に
多
川
持
す
る
も
の
正
せ
ら
れ
た
。

そ
し
て
園
内
移
伎
の
事
業
そ
の
も
の
は
R

公
共
的
な
る
移
住
曾
枇
や
移
住
組
合
が
・
』
れ
を
行
ふ
の
で
あ
る
。

~.'， • 



一
般
委
員
曾
な
る
も

ωは
一
万
奈
は
園
内
移
住
に
は
無
関
係
の
も
の
で
、
そ
れ
は
持
露
西
に
於
け
る
農
業
立
法
機

闘
ご
し
て
以
前
か
ら
存
在
し
て
居
た
の
を
、

一
八
九
一
年
の
法
律
に
よ
b
闘
内
移
住
事
業
に
闘
す
る
事
務
を
掌
る

も
の
Z
錯
し
た
の
で
ゐ
る
。
併
し
委
員
曾
自
身
移
住
事
業
を
行
ふ
も
の
で
は
な
〈
程
的
に
行
は
れ
る
事
業
に
蝋
到
し

て
岡
家
的
援
助
を
輿
へ
る
銭
的
に
叉
明
」
れ
を
監
督
す
る
治
仁
働
〈
も
の
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
此
貼
が
従
前
の
農
民

扶
殖
委
員
曾
正
異
る
所
で
、
助
方
は
自
ら
移
住
事
業
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

併
L
Z
に
か
〈
獅
渇
で
は
右
の
や
う
に
し
て
閣
内
楠
民

ω事
業
は
蛍
初
は
純
粋
な
岡
家
的
な
事
業
正
し

τ行
は

れ
後
に
は
宇
官
中
T
割
払
的
な
事
業
ご
な
っ
た
が
、
上
に
一
不
す
所
の
我
闘
に
於
け
る
新
計
査
は
改
訂
前
の
も
の
は
大
値

こ
の
澗
渇
の
例
に
倣
ふ
た
も

ω
t
見
て
よ
い
で
ゐ
ら
う
。
帥
ち
一
方
に
は
地
代
銀
行
に
蛍
る
農
地
令
庫
な
る
も
の

を
設
け
て
金
融
方
面
の
事
務
に
蛍
ら
し
め
、
他
方
に
は
先
の
一
般
委
員
曾
後
の
開
拓
局
に
賞
る
自
作
農
地
委
員
曾

を
設
け
て
事
業
遂
行

ω任
仁
嘗
ら
し
め
ん
子
し
た
の
で
あ
る
。
然
か
も
獅
泡
に
在
つ
て
は
、
地
代
農
地
を
得
ん
己

希
望
す
る
者
は
開
拓
局
仁
其
中
込
を
匁
し
て
置
け
ば
、
開
拓
局
が
そ
の
希
県
に
泊
嘗
し
た
土
地
を
指
定
す
る
こ
ご

に
な
っ

τ局、
9
、
開
拓
局
が
地
代
農
地
の
設
立
及
監
督
に
閲
す
る
事
務
を
司
る
こ
ご
に
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
其
主

た
る
事
務
は
土
地
の
適
否
・
土
地
購
貿
希
望
者
の
人
物
及
物
的
資
山
怖
の
調
査
・
土
地
の
測
量
一
区
制
並
び
に
貰
買
契

約
、
職
記
其
他
庭
菜
経
済
に
闘
す
る
種
々
の
補
助
事
項
で
あ
る
が
、
備
は
地
代
銀
行
並
び
に
普
露
西
岡
立
銀
行
に

資
金
貨
典
凶
指
令
全
焼
す
樵
限
が
認
め
ら
れ
て
居
る
。
地
代
農
地

ω賀
買
に
閲
す
る
契
約
は
土
地
の
獲
得
希
望
者

論

自
作
農
地
内
創
設
及
維
持

第
二
十
六
各
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論

議

第
二
十
大
巻

J、
四

自
作
農
地
由
創
設
及
維
持

一λ四

第

掠

ご
販
賞
者
ど
の
聞
の
契
約
に
よ
る
の
だ
が
、
そ
の
契
約
は
や
は
b
開
拓
局
の
示
す
模
範
契
約
に
従
て
行
は
れ
る
を

例
正
す
る
。

暴
に
一
不
吉
れ
た
る
我
闘
の
新
自
作
農
創
設
維
持
計
査
案
に
定
め
ら
れ
た
る
自
作
農
地
委
員
曾
な
る
も
の
、
組
織

構
限
等
は
勅
A
T
の
規
定
に
譲
る
古
い
ふ

ωで
あ
っ
た
か
ら
・
立
案
者

ω意
中
を
知
る
に
難
い
け
れ
ど
も
巡
ら
〈
は

開
拓
局
に
似
た
や
う
な
も
の
を
池
ら
う
己
す
る
の
で
あ
っ
た
ら
う
。
た
uy

併
仁
乍
ら
法
案
に
よ
b
自
作
農
地
を
創

設
し
又
は
維
持
せ

U
正
欲
す
る
者
は
・
』
れ
を
農
林
大
臣
に
申
請
し
、

そ
の
決
定
は
叉
農
林
大
臣
が
す
る
こ
己
に
な

っ
て
居
た
か
ら
、
そ
し
て
大
臣
は
そ
の
決
定
を
錯
す
仁
っ
き
自
作
農
地
委
員
舎
の
議
を
経
る
ご
い
ふ
だ
け
の
こ

ε

に
な
っ
て
居
た
か
ら
、
立
案
者
は
濁
逸
に
於
り
る
よ
h
か
も
真
に
多
〈
事
業
に
謝
す
る
決
定
機
を
主
務
大
国
悼
の
手

中
に
置
か
ん
正
し
た
も
の
、
ゃ
う
に
鬼
へ
る
。
つ
ま
h
一
一
暦
事
業
に
作
ふ
凶
家
的
色
彩
を
濃
厚
に
せ
ん
己
欲
し
た

ゃ
う
に
鬼
へ
る
。

英
吉
利
に
在
つ
て
は
英
胸
土
及
夕
子
l
w
ス
に
於
り
る
小
農
地
設
定
の
事
業
は
一
人
九
二
年
の
小
農
地
訟
に
よ

共
魚
に
特
別
委
員
曾
を
組
織
し
て
小
農
地
購
入
希
望

b'
、
業
設
定
一
事
業
を
行
ふ
も
の
は
の

E
ロ
守
の
。
自
の
己
で
.

者

ω申
出
を
副
賞
せ
し
め
る
ζ

ご
に
し
て
居
る
。
卸
も
岡
家
自
身
が
引
受
け
て
や
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

我
が
新
計
査
笛
初
の
立
案
が
、
斯
く
事
業
に
謝
す
る
図
家
的
色
彩
を
濃
厚
に
し
て
居
だ
一
』
ご
に
謝
し
て
は
、
前

に
示

t
た
ゃ
う
仁
、
自
作
農
維
持
及
創
設
の
事
業
を
あ
ま
h
図
家
が
宜
接
に
引
受
け
て
行
ふ
風
で
あ
っ
て
は
、
小

多本亮民『普露岡田地代銀行』ニ三ーーニ七頁
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作
守
議
の
如
き
地
主
小
作
人
聞
の
守
を
も
結
局
は
国
家
が
引
受
け

τし
ま
う
や
う
な
'
』
ご
に
な
b
は
せ
旧
制
か
ご
い

ょ
や
う
な
懸
片
山
も
あ
b
・
主
(
他
日
刊
々
な
理
由
か
ら
-
』
れ
を
不
可
E
す
る
反
謝
意
見
が
表
は
れ
て
来
た
。
そ
こ
で
立

案
者
は
案
を
改
訂

L
て
、
前
に
一
市

L
柁
ゃ
う
仁
、
自
作
農
地
の
創
設
及
維
持
に
闘
す
る
契
約
は
官
事
者
相
互
間
ご

農
地
金
庫
正
賞
事
者
間
正
の
契
約
ご
し

τ成
立
つ

Z
い
ふ
意
味
，
た
り
の
ニ

E
を
明
か
に
す
る
に
止
め
、
業
他
去
の

申
請
の
こ
芭
や
、
決
定
の
こ
ご
や
、
自
作
農
地
委
員
曾
り
こ
ご
や
は
す
ぺ
て
法
案
中
か
ら
創
っ

τし
ま
っ
た
。
そ

の
結
果
立
案
者
正
し

τは
其
逃
の
事
に
閲
す
る
責
任
が
軽
〈
な
っ

τ肩
ω荷
が
下
h
た
こ
芭
で
ゐ
ら
う
け
れ

y」

も
、
法
案
、
己
し
ー
は
議
問
の
関
係
が
甚
に
股
昧
己
な
・
9
、
こ
れ
が
窓
I
法
律
ご
な
る
場
合
に
は
、
立
(
叫
曜
の
こ
ご
に

閲
す
る
規
定
を
も
っ
ご
補
充
し
な
〈
て
は
賞
施
上
困
る
こ
吉
で
ゐ
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
立
案
者
は
そ

ω補
充
は
議

曾
で
柏
崎
苫
し
め
る
積
ム
リ
か
そ
れ
ど
も
施
行
令
や
附
随

ω勅
A
T
ゃ
に
譲
る
つ
も
・
り
か
知
ら
ぬ
が
、

ご
に
か
〈
改
訂
案

仁
於
て
は
此
舶
が
頗
る
不
十
分
の
も
の
芭
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

若
し
改
訂
案
の
ま
、
に
し
て
自
作
農
地
の
維
持
創
設
に
閲
す
る
申
請
や
そ
れ
に
劃
す
る
決
定
ゃ
を
何
者
が
錯
す

か
も
明
か
に
せ
宇
、
叉
自
作
農
地
契
約
の
寅
質
を
潟
す
所

ωも
の
に
闘
す
る
調
査
や
英
他
の
事
を
何
者
が
絡
す
か

も
明
か
で
な
い
ま
、
に

L
て
置
く
に
於
て
は
、
此
事
業
に
謝
す
る
整
理
も
監
督
も
十
分
に
行
は
れ
難
い
こ
ぜ
に
な

-9
、
事
業
は
た
い
嘗
事
者
的
自
由
契
約
に
よ
っ
て
の
み
品
局
さ
れ
る
に
過
ぎ
ゴ
る
も
の
ご
な
う
て
、
農
地
金
庫
の
責

任
ご
職
務
Z
が
俄
h
重
大
古
な
り
繁
雑
言
な
b
、
到
底
や
h
切
れ
山
こ
ど
に
な
っ

τし
ま
う
で
あ
ら
う
。

前

自
作
農
地
申
創
説
及
緋
持

第
エ
十
六
魯

J、
E 
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E 
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論

自
柑
農
地
白
創
設
及
輪
招

第
三
十
六
巻

一λ
穴

議

第

蹴

J、
{ ，、

こ
れ
は
や
は
り
改
正
前
の
新
計
査
案

ω如
〈
、
自
作
農
地
委
員
曾
古
い
っ
た
や
う
な
も
の
を
設
け
て
、
事
業
に

伶
ふ
技
術
上
や
管
理
上
の
こ
ご
は
そ
の
任
務
ご
し
て
行
は
し
め
る
も
の
ご
錯
す
を
可
ご
す
る
。
こ

ω委
員
命
日
正
燥

地
金
庫
ご
が
併
与
し
て
相
助
り
つ
、
然
か
も
事
務
を
H
T
指
し
て
事
業
に
伴
ふ
日
常
的
方
面
を
蕗
理
す
る
-
』
ご
に
錯
す

を
得
策
ご
す
る
で
め
ら
う
。
そ
の
事
は
締
英

ω先
例
に
探
し
て
も
明
か
な
-
』
ピ
で
あ
る
。
そ

L
て
共
委
員
舎
は
農

林
大
臣
の
諮
調
機
関
た
る
に
止
め
な
い
で
も
つ
ご
狗
立

ω
地
位
を
有
っ
た
も
の
ご
錯
し
.
そ
の
数
も
亦
一
一
側
仁
L

な
い
で
や
は
り
獅
逸
の
ゃ
う
じ
地
方
身
々
じ
か
な

h
多
数
に
設
け
る
を
可
ご
す
る
で
あ
ら
う
。
獅
逸
で
は

F
E
?

2-2-百
円
削
自
席
円
が
ん
側
同
巳
官
円
山
自
芯
円
が
百
四
十
三
ゲ
所
ゐ
b
、
前
者
は
後
者
の
上
に
立
っ
て
こ
れ
を
統
轄
す
る

.
』
正
に
な
っ
て
居
る
。

術
は
自
作
農
地
の
創
設
及
維
持
に
閲
し
て
は
自
作
農
地
法
案
は
、
農
地
金
庫
の
仲
介
に
よ
る
も
の
、
外
に
道
、

府
腕
.
市
町
村
及
び
産
業
組
合
な
ど
か
ら
資
金
を
借
受
け
て
こ
れ
を
錦
す
場
合
を
認
め
て
居
る
。
(
新
訟
案
第
七
依

前
法
案
第
五
十
九
傍
)
改
訂
き
れ
た
る
新
法
案
に
示
す
所
左
の
如

L
。

第
七
保

北
海
道
.
府
麟

市
町
村
若
〈
は
こ
れ
に
準
宇
べ
き
も
の
又
は
産
業
組
合
よ
h
資
金
を
借
受
け
白
作

を
柏
崎
す
の
目
的
を
以
て
土
地
を
取
得
し
又
は
現
に
自
作
を
錯
す
土
地
の
抵
嘗
維
を
消
滅
せ
し
め
若
〈
は
自
作

を
錯
す
の
目
的
を
以
て
共
土
地
の
質
棋
を
消
滅
せ
し
む
る
場
合
に
於
て
地
方
長
官
の
認
定
を
受
け
た
る
Z
き

は
そ
の
土
地
は
自
作
農
地
ご
な

h
た
る
も
の
ご
看
倣
寸
(
第
二
項
略
)
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こ
れ
は
主
ご
し
て
従
来
縛
さ
れ

τ居
る
自
作
農
地
の
維
持
及
創
設
の
事
業
を
認
め
ん
潟
の
も
の
で
あ
ら
う
。
農

地
金
庫
の
仲
介
仁
よ
る
創
設
及
維
持
が
庚
〈
行
は
れ
る
や
う
に
な
れ
ば
、
其
方
が
専
ら
行
は
れ
る
こ
己
、
な

h-

道
府
騒
や
市
町
村
か
ら
は
ゐ
ま
b
低
資

ω融
，
池
を
活
き
な
い
や
う
に
な
る
は
明
か
だ
し
、
又
産
業
組
合
か
ら
資
金

eT
借
'
り
て
維
持
創
設
営
錯
す
者
も
少
〈
な
る
日
、
言
筈
だ
か
ら
、
こ
の
道
に
よ
る
も

ωは
た
い
γ

附
随
的
に
若
ぺ
は
例

外
的
に
表
は
れ
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
こ
ご
、
思
は
れ
る
。
併
L
法
案
に
そ
の
規
定
を
錯
す
こ
ご
は
岡
よ
b
必
要
で

あ
る
。

金

農

庫

四

地

上
に
示
す
所
に
依
て
明
か
な
や
う
に
、
自
作
農
地
の
創
設
及
維
持
に
閲
す
る
新
計
支
は
、

改
訂
前

ω案
も
改
訂

後
の
も

ωも
、
共
に
農
地
金
臨
時
の
制
を
設
付
、
自
作
農
地
の
代
償
り
授
受
ご
抵
嘗
椎
者
〈
は
質
織
を
抽
出
減
唱
し
む

る
た
め
其
偵
棋
を
消
滅
せ
し
む
る
た
め
に
要
す
る
掛
債
の
授
受
ご
は
、

こ
の
農
地
金
庫
の
仲
介
に
依
っ
て
行
は
ん

Z
す
る
も
の
で
ゐ
る
。
そ
し
て
土
地
の
所
有
者
及
偵
機
者
に
謝
し
て
行
は
れ
る
割
問
明
り
支
掛
は
十
回
末
耐
の
端
数

以
外
は
現
金
に
よ
る

4
Z
な
〈
、
農
地
金
庫
が
農
地
債
券
を
後
行
し
て
'
』
れ
を
交
付
す
る
ζ

芭
に
よ
っ
て
せ
ん
正

す
る
も
の
で
ゐ
る
o

そ
し
て
叉
自
作
農
地
の
創
設
者
又
は
維
持
者
は
其
の
笥
債
に
相
官
す
る
金
額
を
年
賦
演
崩

ω

方
法
に
依
っ
て
農
地
金
庫
に
劃
し
て
支
腕
ふ
も
の
ご
せ
ん
ご
す
る
の
で
あ
る
。

論

議

自
作
農
地
自
創
設
瓦
維
持

部
=
十
六
巻

一λ
七

第

説

A 
t 

， 
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諭

議

自
作
農
地
白
創
設
及
維
持

第
二
十
六
巻

，1. 
J、

第

観

λ 
F、

法
案
の
一
不
す
所
に
よ
れ
ば
農
地
金
庫
は
法
人
吉

L
其
の
主
な
る
事
務
所
を
東
京
に
置
〈

Z
L
τ
あ
る
か
ら
、
会

闘
を
統
轄
す
べ
き
一
仰
の
金
庫
己
ー
し
て
設
定
す
る
計
輩
己
見
へ
る
。
そ
し
て
其
設
立
に
は
農
林
大
臣
の
許
可
を
受

〈
べ
き
も
の
ご
し
、
叉
農
林
大
臣
の
認
可
を
受
〈
れ
ば
従
た
る
事
務
所
を
設
置
す
る
こ
ピ
を
得
る
。
叉
農
林
大
臣

-
」
れ
を
必
要
己
認
む
る
時
は
従
た
る
事
務
所
の
設
抵
を
命
中
る
・
』
Z
を
得
る
も
の
さ
定
め
て
ゐ
る
。

農
地
金
庫

ω業
務
叫
上
に
示
す
や
う
に
「
農
地
債
券
の
俊
行
.
年
賦
金
の
取
立
」
を
震
す
こ
E
e
g
以

τ主
記
す
る

の
に
が
、
法
案
に
よ
れ
ば
共
業
務
は
も
っ
己
民
主
に
渉
b
「
そ
の
他
自
作
農
地
の
創
設
又
は
維
持
仁
閲
す
る
業
務

を
行
ふ
も
の
ご
す
L
E
規
定
し
て
ゐ
る
。
(
改
訂
法
案
第
二
十
七
保
、
前
法
案
第
二
十
九
傭
)

自
作
農
地
法
案
が
新
た
に
農
地
金
庫
の
制
ご
農
地
債
券
の
制
ご
を
立
案
し
た
こ
芭
は
、
従
来
我
闘
に
行
は
れ
て

居
る
自
作
曲
局
創
設
及
維
持
事
業
に
何
等
比
槌
の
機
踊
正
方
法
己
の
備
は
っ
て
居
な
か
っ
た
依
山
県
を
締
ふ
も
の
ご
し

て
、
事
業
を
有
放
な
ら

L
む
る
上
に
必
要
欠
「
ぺ
か
ら
古
る
も
の
芭
考
へ
ら
れ

τ居
る
o

こ
の
制
度
は
調
ふ
迄
も

な
〈
狗
逸
の
地
代
銀
行
制
を
模
範
ご
し
て
案
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
同
国
に
在
つ
て
は
前
に
示
L
た
や
ヨ

に
一
入
九
一
年
の
法
律
に
よ
b
一
般
委
員
曾
ご
共
に
岡
内
植
民

ω潟
に
働
〈
ぺ
き
一
重
要
機
関
芭
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
。
爾
来
同
国
に
在
つ
て
は
岡
内
植
民
の
事
業
が
ぜ
も
か
〈
も
或
符
皮

ω成
績
を
血
中
げ
得
た
的
は
こ
の
二
機

闘
が
備
は
っ
て
居
る
か
ら

r
t信
暗
ら
れ
て
居
る
。
特
に
土
地
代
金
の
授
受
に
関
し
て
地
代
銀
行
が
仲
在
し
て
居

る
正
い
ふ
こ
ど
は
、
園
内
植
民
の
事
業
を
し
て
貸
績
を
奉
げ
し
む
る
に
つ
い
て
甚

r重
大
な
る
貢
献
を
篤
し
て
居

'司'‘，""



る
も
の
己
信
世
ら
れ
る
。

郎
ち
こ
の
銀
行
ゐ
る
が
銭
に
土
地
金
提
供
し

τ地
代
農
地
た
ら
し
め
ん
ご
す
る
者
は
暑
の
代
金
を
ば
一
、
ま
ご
め

に
地
代
詩
券
に
依
て
受
取
る
こ
ご
が
出
来
、
多
数

ω地
代
農
地
獲
得
者
か
ら
年
賦
金
で
少
傾
づ
、
梯
込
を
受
付
る

こ
ご
に
作
ふ
煩
雑
ご
危
険
ご
固
定
ピ
を
免
れ
る
こ
正
が
出
来
、
そ

ω
代
hf
信
用
ゐ
る
地
代
読
劣
を
得
て
一
纏
め
じ

土
地
債
権
を
資
金
化
ず
る
を
得
る
。
そ
し
て
一
時
に
現
金

ω必
要
が
な
げ
れ
ば
諸
島
付
を
所
持
し
て
居
れ
ば
年
々
一

定
の
利
子
を
受
取
る
こ
ピ
が
出
来
、
従
前
地
代
所
得
を
占
め
た
代
h
に
利
子
所
得
を
牧
め

τ行
〈
こ

Z
が
出
来

る
。
若

L
叉
一
時
に
現
金
の
必
要
が
あ
れ
ば
、
盟
問
件
付
を
市
場
に
官
民
0
3
へ
す
れ
ば
そ
れ
で
時
間
閣
だ
り
の
現
金
を
握

h
得
る
わ
け
で
、
そ
の
現
金
化
は
随
時
に
又
何
程
づ
、
で
も
こ
れ
を
錦
!
得
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
こ
ご
は
地
代

農
地
ご
な
る
土
地
の
所
有
者
に
取
っ
て
は
拘
に
便
利
な
こ
ご
で
、
此
道
ゐ
る
に
よ
・
9
初
め
て
地
代
農
地
創
設
の
事

業
は
進
捗
す
る
を
得
る
も
の
芭
せ
ら
れ
る
。

叉
e

』
れ
を
地
代
農
地
の
獲
得
者
か
ら
い
へ
ば
、
土
地
代
金
を
一
時
携
に
す
る
分
で
は
元
来
小
百
姓
た
る
者
に
は

Z
て
も
そ
の
資
金
の
貯
蓄
も
な
け
れ
ば
又
こ
れ
を
得
る
融
通
の
道
も
な
い
。
古
れ
ば
立
て
佃
#
の
地
主
が
多
数
の

地
代
農
地
獲
得
者
相
手
に
年
賦
金
で
土
地
を
資
つ

τ央
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
然
る
に
今
地
代
銀
行
が
中
に
立
て

然
か
も
そ
れ
は
非
倍
利
的
に
業
務
を
行
っ
て
央
れ
る

ι
ご
に
な
れ
ば
、
安
い
年
賦
金
で
土
地
を
買
取
る
4
E
が
出

来
る
。

こ
れ
に
依
つ

1
叉
よ
〈
自
作
的
地
代
農
地
の
創
設
事
業
は
進
捗
す
る
を
得
る
よ
芭
に
な
る
の
で
あ
る
。

言由

議

自
作
農
地
白
創
設
及
紘
持

第
二
十
大
巷

第

披

F、
九

λ 
:Ii. 

ー"'"， . 



員権

議

ゴL
O 

自
作
良
地
白
創
設
及
維
持

第
ニ
十
六
巻

九。

第

草島

き
れ
ば
、
地
代
銀
行
正
こ
れ
に
件
ふ
地
代
設
第
の
制
度
は
囲
内
植
民
事
業
進
行
の
た
め
に
は
無
〈
て
な
ら
泊
も

の
ご
考
へ
ら
れ
る
次
第
で
、

そ
れ
は
ま
ニ
と
に
理
由
ゐ
る
こ
ご
で
あ
る
。
英
士
ロ
利
に
於
て
も
成
る
ぺ
〈
早
(
こ
の

制
度
を
完
成
せ
ん
ご
し
て
常
に
範
を
獅
逸
に
求
め
て
英
賞
現
を
急
い
で
居
る
有
後
で
、
こ
の
制
度

ω完
備
し
な
い
1

こ
ご
が
同
同
問
小
農
地
運
動
の
快
陥

r
z信
告
ら
れ
て
居
る
。
品
山
の
見
地
か
ち
す
れ
ば
今
我
岡

ω新
計
査
が
農
地
金

陀
枠
制
正
農
地
山
間
務
制
ピ
を
設
け
ん
正
す
る
こ
ご
白
僅
は
、
萄
色
白
作
曲
肱
創
設
及
維
持

ω事
業
を
少
L
カ
癒
を
入
れ

て
行
は
ん

Z
欲
す
る
限

b
必
要
で
叉
通
嘗
の
こ
正
、
認
め
ら
れ
る
。

た
い
獅
逸
で
は
地
代
銀
行
は
軍
一
で
な
い
の
に
我
闘
で
は
こ
れ
を
軍
一
の
も
の
に
せ
う
ご
し
て
居
る
。

-
」
れ
も

我
闘
の
現
般
ご

L
τ
は
寧
ろ
趨
蛍

ωこ
ご
、
思
は
れ
る
。
次
に
又
獅
逸
的
地
代
銀
行
り
業
務
正
す
る
所
は
殆
F

ど

た
い
地
代
設
穿
の
賛
行
吉
年
賦
金
の
取
立
さ
に
限
ら
れ
て
居
る
の
に
い
可
我
同
幽
で
は
新
法
案
は
農
地
金
庫

ω業
務
を

底
〈
し
、
前
掲
の
如
〈
「
そ
の
他
自
作
農
地
の
創
設
叉
は
維
持
に
閲
す
る
業
務
」
正
規
定
し
て
居
る
が
、
此
貼
仁
つ

い
て
は
術
ほ
大
い
に
研
究
の
品
開
地
ゐ
る
も
の
ご
思
は
れ
る
o
若
し
前
に
論
じ
た
や
う
に
、

一
度
立
案
さ
れ
た
白
作

農
地
委
員
曾
の
如
き
も
の
す
ら
も
改
訂
案
の
如
〈
削
除
し
て
設
け
な
い
一
二
」
に
な
れ
ば
、
調
逸
の
開
拓
局
の
柏
崎
す

任
務
は
大
抵
農
地
金
庫
の
肩
上
仁
落
も
来
る
こ
己
、
な
っ

τ、
金
庫
は
非
常
に
共
事
務
が
複
雑
多
端
ご
な

h・

底
よ
く
其
任
務
を
謹

L
難
い
こ
ご
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
よ
し
叉
そ
の
事
務

rけ
は
行
は
れ
得
る
に

L
τ
色、

一
切
こ
れ
を
一
つ
の
機
関
に
依
て
行
は

L
め
る
こ
芭
は
如
何
な
も
の
で
ゐ
ら
う
か
。
其
駄
に
つ
い
て
も
論
究
の
徐 調l

多本氏前掲帯宜六頁8) 
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地
ゐ
-b
ご
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
や
は
b
濁
泡
の
や
う
に
自
作
農
地
委
員
曾
ご
い
っ
た
風
な
も
の
Z
農
地

金
庫
Z
の
ニ
機
闘
を
設
け
て
・
任
務
を
分
掌
せ
し
め
、
後
者
仁
は
金
融
方
面
の
任
務
を
り
み
負
指
せ
し
め
る
の
が

遁
嘗
の
や
う
に
考
へ
ら
れ
る
o

そ
し
て
出
来
得
る
限
ム
リ
其
業
務
を
館
山
車
に

L
叉
確
貨
に
し
、
叉
其
業
務
に
劃
す
る

世

ω批
評
や
疑
惑

ω生
す
る
伶
地
少
な
か
ら
し
む
る
こ
さ
が
、
そ
の
費
行
す
る
農
地
偵
品
分
の
信
用
を
高
〈
L
其
の

議
衡
を
保
た
し
め
る
所
以
た
ら

5
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。

:li 

自
作
農
地
に
劃
す
る
櫨
利
上
の
制
限

自
作
農
地
以
一
言
度
創
設
又
は
維
持
せ
ら
れ
る
こ
古
に
な
っ
た
以
上
は
、
再
び
こ
れ
が
自
作
農
地
記
し
て
失
は

れ
た
り
、
自
作
農
地
己
し
て
の
性
質
を
失
っ
た
h
す
る
や
う
な
こ
ご
が
ゐ
つ
て
は
、
折
角
の
自
作
農
維
持
創
設
運

動
を
し
て
寅
双
な
き
も
の
た
ら
し
め
る
こ
ご
に
な
る
。
き
れ
ば
何
れ
の
闘
に
在
つ
で
も
白
作
農
地
正
な
り
た
る
も

の
に
劃
し
て
は
、
其
の
蕗
分
及
用
益
に
闘
L
τ

一
定
の
法
律
的
な
制
限
を
設
け
る
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
。

新
法
案
に
於
て
は
こ
の
勤
に
つ
い
て
は
左
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
居
る
。

第
入
保

自
作
農
地
の
所
有
者
は
自
作
を
骨
川
喜
十
又
は
自
作
農
地
に
永
小
作
棟
、
地
上
様
、
質
様
そ
の
他
自
作

の
脈
硬
ご
な
る
べ
き
権
利
者
〈
は
抵
嘗
維
を
設
定
し
、

こ
れ
を
貸
付
け
若
〈
は
譲
渡
す
る
こ
ご
を
得
す
、
但

L
命
令
を
以
て
別
段
の
定
を
錯
し
た
る
場
合
は
此
限
h
に
あ
ら
中
(
第
二
項
略
)

目指

第
二
十
六
巻

九

九

第

観

議

自
作
農
地
白
創
設
及
維
持

-E 
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論

議

自
作
農
地
の
創
設
及
棉
持

第
ニ
十
六
巻

九

第

鵠

九

第
九
傍

左

ω各
放
の
一
に
該
賞
す
る
場
合
に
於
て
は
農
地
金
庫
叉
は
第
七
僚
の
資
金
の
貸
付
を
活
し
た
る
者

(
道
・
泊
肱
・
市
町
村
・
産
業
組
合
等
|
註
)
は
命
令
の
定

U
る
所
に
よ
h
自
作
農
地
の
所
有
権
を
取
得
寸
る
ニ

ze乞
得

一
、
年
賦
支
抑
又
は
年
賦
償
還
を
怠

b
た
る
ご
き

1路

二
、
前
傑
第
一
一
頃

ω規
定
に
違
反
し
た
る
ご
き

四
、
略

自
作
農
地
に
封
し
て
此
等

ω制
限
を
錯
す
こ

Z
に
到
し
て
は
か
な
り
強
い
反
謝
意
見
が
ゐ
る
。
帥
も
か
、
る
制

限
が
つ
い
て
居
て
は
・
折
品
川
自
作
農
地
ご
し
て
こ
れ
を
獲
得
し
て
も
、
貨
は
名
ば
か
り
で
あ
っ
て
‘
獲
得
者
は
自

品
川
の
所
有
地
正
し
て
自
由
に
こ
れ
を
蕗
分
す
る
こ
ご
も
出
来
な
け
れ
ば
、
叉
こ
れ
を
貸
付
け
た

b
そ
の
上
に
権
利

を
設
定
し
た

h
す
る

4
Z
も
由
来
す
、
そ
の
所
有
機
は
虚
布
櫨
に
等
し
い
。
そ
ん
な
も
の
で
は
何
の
雛
有
味
ち
な

い
わ
け
で
、
小
作
人
は
か
、
る
不
完
全
な
る
機
利
を
得
ん
が
鋳
め
に
年
賦
金
を
支
梯
っ
て
ま
で
こ
れ
を
買
求
め
ん

Z
は
し
な
い
で
あ
ら
う
。
叉
こ
れ
を
民
求
め
て
も
そ
ん
な
制
限
が
つ
い
て
居
て
は
そ

ω経
済
上
り
利
使
は
少
〈
、

又
法
律
的
に
見
て
も
所
謂
自
作
農
地
に
ば
か

b
か
、
る
不
完
全
な
峨
利
を
認
め
る
は
穏
賞
で
な
い
、

か
〈
て
は
誌

体
の
所
有
権
に
閲
す
る
根
本
凱
念
に
反
る
・
」
E
、
な
ら
、
き
る
を
待
な
い

Z
い
ふ
風
な
議
論
・
」
れ
で
あ
る
。

"-11"'. 



然
る
に
自
作
農
地
制
支
持
論
者
か
ら
こ
れ
を
見
れ
ば
.
此
等
の
反
割
論
に
は
尤
な
所
-b
ゐ
る
が
‘
併
し
有
色
白

作
曲
局
地
の
創
設
及
維
持
を
行
は
ん
ピ
下
る
限
ち
は

か
、
る
制
限
を
置
(
こ
ど
は
事
業
そ
の
も
の
、
性
質
か
ら
見

て
ま
-
、
ご
に
止
む
を
得
な
い
所
で
あ
る
。
か
、
る
制
限
ゐ
る
に
よ
h
ノ
て
の
み
よ
〈
自
作
農
地
創
設
及
維
持
の

H
的

は
法
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
自
作
農
地
制
を
般
本
的
に
否
認
す
る
の
な
ら
格
別
打
が
、
然
ら

F
る
限
h
制
限
を
設

〈
る
こ
ご
は
認
め

τ貰
は
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
。
然
か
も
そ
の
制
限
は
、
水
久
的
な
も
の
で
は
な
〈
自
作
農
地
に
闘
す

る
年
賦
支
梯

ω完
了
す
る
迄

ω
こ
ご
で
、
北
(
後
は
完
全
な
所
有
地
己
な
る

ωに
か
ら
法
律
的
に
も
経
情
的
に
も
差

支

ωな
い
w

こ
ご
で
ゐ
る
ご
帥
附
議
す
る
。

法
案
の
示
す
所
に
よ
れ
ば
自
作
農
地
古
和
せ
ら
れ
る
の
は
一
定
期
附
内

rけ
の
こ
芭
で
、
そ
の
所
有
川
怖
が
完
全

の
も
り
苫
な
る
山
崎
に
は
、

共
土
地
は
も
は
や
法
案
に
所
謂
自
作
農
地
で
は
な
〈
な
る
。

第
十
一
俊

左
り
各
枕
の
一
に
該
悔
す
る
場
合
に
於
て
は
自
作
農
地
は
解
消
す
・
泊
料
第
一
一
抗

ω期
聞
を
延
長
L

た
る
ご
き
は
そ

ω延
長
し
た
る
期
間
を
経
過
し
た
る
正
き
解
消
す

一
、
年
賦
支
捌
又
は
年
賦
償
越
の
期
間
を
経
過
し
た
る
ご
き

二
‘
自
作
農
地
の
諒
波
(
第
八
位
陣
第
二
射
の
場
合
を
除
〈
)
ゐ
h
J
た
る
芭
き

PI各

四
、
差
押
に
よ
り
自
作
農
地
の
蕗
分
あ
h
J
た
る
ご
き

品指

3世
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諭

議

自
作
曲
陣
地
の
創
設
及
維
持

第
二
十
六
谷

1L 
四

1L 
同

第

批

玉
、
自
作
農
地
が
不
可
抗
力
に
よ
h
荒
地
正
な
り
た
る
た
め
木
支
抑
年
賦
金
又
は
未
俄
港
年
版
公

ω
全
部
の
弘

除
ゐ
'
り
た
る
ご
き

自
作
農
地
仁
謝
す
る
制
限
は
、

英
士
日
一
利
の
小
農
地
制
に
も
存
在
す
る
。
即
ち
一
八
九
ニ
年
り
小
農
地
法
に
於

τ

は
、
小
農
地
は
肱
川
同
者
叉
は
小
作
人
自
ら
之
を
農
業
的
に
使
用
官
べ
己
こ
ご
、

カ
ク
ン
チ

1
、
カ

ク

ン

V

P

の
承

誌
を
得
る
に
ゐ
ら
、
さ
れ
ば
-
」
れ
を
分
割

L
他
人
に
貸
付
け
又
は
譲
渡
す
る
を
得
ざ
る
川

bω
子
L
て
あ
る
o

又
そ
の

小
農
地
に
は
一
戸
以
上
の
住
家
を
建
築
す
べ
か
ら
宇
古
い
ふ
制
限
等
が
設
け
ら
れ
た
o

一
九

O
八
年
及
式
後
に
故

正
せ
ら
れ
た
小
農
地
法
に
も
、

小
農
地
は
貰
波
苫
れ
た
る
場
令
に
も
貸
別
へ
ら
れ
た
る
場
ダ
に
も
二
十
ゲ
年
間
は

カ
ク
ン
チ

1
、
カ

?

ン

V

P

の
承
諾
め
る
に
ゐ
ら
5
れ
ば
分
割
す
る
な
符
千
叉
説
波
す
る
を
得
十
貸
付
〈
る
を
得

5
る
も

ω
ご
し
・
購
買
者
又
は
小
作
人
は
自
ら
こ
れ
を
耕
作
せ
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
且
農
業
以
外
的
日
的
に

f
m

す
る
を
得
す
、
又
原
則
正
し
て
は
一
農
地
内
に
一
佃
以
上
の
住
宅
を
建
築
す
る
を
得
ゴ
る
も
の
Z
せ
ら
れ
た
c

濁
逸
に
於
て
も
亦
地
代
農
地
に
謝
し
て
は
一
人
九
一
年
也
月
七
日
の
抜
体
に
よ
ち
、
地
代
農
地
の
獲
得
者
は
一

般
委
員
曾
の
承
諾
を
得
る
に
あ
ら

F
れ
ば
.

之
を
分
割
し
た
り
共
一
部
分
を
譲
渡
L
ロ
り
す
る
を
符
5
る
も
の
正

せ
ら
れ
ロ
o

又
一
入
九
九
年
九
月
二
十
日
の
法
律
に
よ
り
地
代
農
地
は
そ
の
獲
得
者
に
よ
い
1

所
有
燃
が
移
鱒
せ
ら

れ
た
り
又
は
契
約
違
反

ω
司
』
ご
め
る
場
令
に
は
北
(
設
定
者
に
先
貿
椎
ゐ
る
も
の
ご
定
め
た
。

我
法
案
に
於
て
は
改
訂
一
前
の
も
の
は
去
の
第
十
僚
仁
自
作
農
地
に
封
し

τは
強
制
執
行
を
潟
す
こ

Z
を
符
ざ
る

拙誼『農キJli/-f究』七ヒ真

向上八四頁
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旨
が
規
定
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
が
、

一
』
れ
は
改
訂
の
際
削
除
せ
ら
れ
た
ゃ
う
で
ゐ
る
。

.ι. ，、

土
地
の
債
格
ご
強
制
徴
牧
穣

諸
国
に
於

τ質
施
せ
ら
れ
て
居
h
、
叉
我
凶
に
於

τ新
た
に
計
遊
セ
ら
れ
た
る
自
作
農
地
創
定
及
維
持

ω事
業

は
、
大
要
上
に
一
市
す
や
う
な
も
の
で
ゐ
る
。
然
ら
は
諸
闘
に
於
け
る
此
り
萌
誕
の
従
来

ω成
総
は
ご
い
ふ
に
、
前

に
も
阪
に
多
少
述
べ
た
や
う
に
、
或
桂
皮
の
成
仙
酬
を
場
げ
て
居
る
こ
己
は
市
甲
賀
だ
が
、

ご
か
〈
裁
期
は
ど
に
は
好

福
成
仙
闘
が
去
は
れ
な
い
w

で
日
出
る
有
徒
で
あ
る
o

試
に
英
古
利
ゆ
-MHmm
に
つ
い
て
見
る
に
愛
蘭

ω成
紙
は
か
な
h
良
い

の
に
が
そ
れ
で
も
一
人
七

O
以
後
一
九

O
三
年
仁
王
る
ま
で
に
二
百
五
十
両
エ
ー
カ
ー
の
自
作
地
日
牧
行
は
れ
た

る
に
過
ぎ
す
一
九

O
三
年

ω
法
体
質
施
後
九
年
間
に
於
工
は
四
百
五
十
高
エ
ー
カ
ー
で
ゐ
っ
た
o

英
闘
の
方
は
一

九

O
八
年
法
に
よ
る
カ
ク
ン
チ

1
購
入
地
十
四
高
エ
ー
カ
ー
に
過
f-
十
設
定
せ
ら
れ
た
る
小
農
地
は
僅
々
九
六
九

エ
ー
カ
ー
で
ゐ
っ
た
。

一
九
一
九
年
法
に
川
d
b
一
九
二
二
年
五
月
末
日
迄
に
カ
タ
ン
V

ル

ω獲
得
せ
る
購
入
地
二

十
二
高
入
千
且

1
カ
!
に
過

f
な
か
っ
た
則
夫
に
普
露
両
の
官
般
に
つ
い
て
見
る
も
、

一
八
八
六
年
に
閥
内
移
住

の
事
業
が
闘
中
部
的
施
設
ご
し
て
行
は
れ
て
以
後
一
九
一
一
一
一
年
の
終
10
ま
一
℃
仁
於
て
二
寓
一
千
二
庁
五
十
七
ケ
所
の

農
民
移
住
地
が
閲
か
れ
設
定
せ
ら
れ
た
ゐ
自
作
農
地
の
数
以
四
尚
に
過
ぎ
な
い
で
之
を
普
露
西
国
内
の
農
業
経
径

数
三
百
四
十
高
に
比
較
す
れ
ば
ま
こ
ご
に
少
数
で
ゐ
っ
た
山
そ
こ
で
こ
り
事
業
に
今
一
屠
の
活
気
ゐ
ら
L
め
全
国

論

議

自
作
農
地
内
創
設
及
維
持

第
二
十
内
容

fし
E 

第

親
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i論

i甚

自
作
島
地
の
創
設
且
輔
持

第
二
十
六
世

ま再

披

九
，、

的
事
業
正
し

τ行
は
し
む
る
必
要
ゐ
る
を
戚
す
ゐ
所
か
ら

一
九
一
九
年
の
会
図
的
移
住
法
は
制
定
せ
ら
れ
た
の

で
ゐ
っ
た
o

そ
の
法
作
は
各
支
分
闘
に
謝

L
て
新
た
rh
自
作
的
小
農
地
を
設
定
し
又
在
来
の
自
作
小
農
地
を
維
持

す
る
匁
め
に
目
白
共
的
な
る
移
住
事
業
を
行
ム
べ
き
義
務
を
諒
す
る
こ
ご
に
な
っ
た
や
う
な
引
絞
で
あ
る
。
そ
の
後

の
成
績
は
日
仰
は
浅
く
し
て
ま
に
」
(
叩
』
れ
を
知
b
難
い
が
、
俄
か
じ
事
怖
が
殺
っ
て
儲
(
ぺ
き
成
織
を
患
ぐ
る

に
至
っ
た
や
う
な
》
」
ピ
は
考
へ
ら
れ
ぬ
所
で
ゐ
る
。

英
土
日
利
に
於
て
も
、
先
づ
須
山
醐

ω小
向
島
地
事
業
が
行
は
れ
、
そ
れ
は
前
に
も
示
し
た
や
う
に
一
九

O
三
年

ωグ

イ
V

ダ
ム
法
が
布
か
れ
る
や

p

フ
に
な
う
て
か
ら
は
、

か
な
h
多
額

ω
財
政
的
負
摺
に
於
て
賀
行
さ
れ
る
こ
正
、
な

一九

O
九
年
の
改

っ
た
の
ど
が
、
そ
の
一
九

O
三
年

ω法
律
に
よ
る
卒
業
は
財
政
上
の
困
難
の
た
め
に
行
詰
h
、

正
を
見
る
の
伶
儀
な
き
に
宝
っ
た
引
共
後
に
於
け
る
成
績
も
決
し
て
十
分
な
る
を
得
な
か
っ
た
。
失
に
英
闘
M
A
ク

千
1

F

1

に
於
け
る
小
農
地
制
も
一
八
九
二
年
の
小
農
地
法
は
か
な
り
撃
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
拘
ら
十
そ
の
質

施
の
成
績
は
や
は

h
ご
か
〈
ト
分
な
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
其
失
敗
の
原
因
は
主
ご
し
て
法
作
が
小
農
地
ご

錯
す
ぺ
豆
島
地
購
入
に
際
し
て
雌
制
購
入
椴
を
カ
ク
ン
チ
7
1

カ
AP
ン
ジ
片
に
賦
典
し
な
か
っ
た
こ

t
.
嘗
時
小

作
法
に
よ
り
小
作
械
が
蛸

ν桃
利
己
せ
ら
れ
た
銭
に
農
民
は
小
農
地
bA
購
入
す
る
よ
b
も
小
作
を
イ
る
方
が
有
利

r
t考
へ
た
唱
』
ぜ
等
に
必

L
r印
式
後
一

九
O
八
年
に
は
又
法
律

ω
改
正
が
行
は
れ
小
農
地
設
定
事
業
は
新
時
期

i
b性
1

る
に
犀
同
医
凶

M
W
.
其
成
績
は
や
は
り
依
然
ご
し

τ振
は
な
か
っ
た
勺
そ
の
不
振
の
理
山
は
従
前
同
徒

同 t古三頁六九百
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14) 

15) 

.."，. 



に
、
農
地
の
問
問
格
が
高
〈
て
農
民
は
一
」
れ
を
買
取
っ
て
自
作
人
己
な
る
よ
h
も
他
人
的
土
地
を
似
ち
て
小
作
す
る

方
が
続
決
上
有
利
な
る
副
情
り
存
f
る
こ
ご
、

こ
の
事
業
を
行
ふ
機
闘
が
カ
ク
ン
テ

l
、
カ
ク
y
v
u
y
一
ー
あ
り
共

議
員
は
多
〈
は
土
地
所
有
者
階
訟
の
人
・
々
で
あ
る
た
的
に
土
地
は
高
傑
で
な
(
て
は
一
」
れ
を
提
供
し
な
い
ー
ば
か
b

こ
の
事
業

ω
行
は
れ
る
こ
ご
に
依
っ
て
農
業
持
働
者
の
数
を
減
じ
、

で
な
〈

き
な
さ
に
に
勢
倒
不
足
に
首
み
つ

、
ゐ
る
紋
践
を
真
に
一
厨
甚
し
か
ら
し
め
る
を
好
ま
5
る
こ
正
、

小
農
地
を
買
収
ら
ん
己

t
る
農
民
に
は
北
(
幼
に

要
す
る
現
金
支
挑
部
分
を
支
帥
附
す
る
に
は

ω貯
北
間
も
な
く
同
叫
に
ズ
小
農
地
を
希
錯
す
る
ご
正
が
地
主
に
知
れ
て

A
1
北
日
小
作
人
ビ

L
て
若
〈
は
被
仙
耐
労
働
者
正

L
て
働
い
て
居
る
地
位
を
失
ふ
を
恐
れ
る
劫
怖

ω存
寸
る
こ
三
な
い
と

で
ゐ
る
ピ
せ
ら
れ
る
。

右
英
m
判
阿
国
仁
於
り
る
誹
業
不
振
的
理
由
を
潟
す
所
の
諸
事
情
は
B
A
A
或
者
に
歪
つ
て
は
共
同
特
布
の
萌
愉
ピ

見
ら
れ
る
も
の
も
め
る
け
れ
ど
も
・
北
(
多
(
の
も
り
は
や
は

h
移
し

τ-」
れ
を
我
幽

ω自
作
農
地
事
業
に
掛
ナ
ヲ
る

従
来
及
び
今
後
の
成
政

ω判
断
を
錯
す
場
令
に
常
彼
め
て
考
へ
る
こ
ど
が
山
本
市
る
で
あ
ら
う
。
我
同
聞
に
於
て
従
来

行
は
れ
た
自
作
農
地
の
創
設
及
維
持
の
事
業
は
伎
に
地
べ
た
ゃ
う
仁
蹴
る
中
途
竿
端
な
も
的
で
ゐ
っ
た
か
ら
其
成

続
的
甚
に
微
々
た
る
も

ωで
あ
っ
た
こ
己
は
謂
は
い
常
然
で
あ
る
o

併
し
そ
れ
に

L
て
も
裳
の
戚
総
を
し
て
十
分

な
る
を
得
3
ら
し
め
る
理
由
ご

L
て
は
一
方
に
閥
障
の
補
助
金
額

ω
少
い
司
」
正
、
.
他
方
に
は
土
地
の
傾
格
が
中

工
高
〈
て
、

そ
ん
な
高
レ
土
地
を
買
っ
て
自
作
人
己
な
っ
た
分
で
は
、
小
作
人
は
小
作
を
し
て
居
る
よ
h
も
却
つ

宮E

論

自
作
農
地
の
創
設
且
維
持

第
二
十
六
佐

:lc 
tご
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論

第
二
十
大
谷

九
J、

i， 
λ 

第

抗

鐙

自
作
農
地
自
創
設
瓦
維
持

て
共
経
済
は
囚
耕
を
堆
す
に
至
る
や
う
な
質
扶

ω存
す
る
こ
正
が
、
最
も
主
な
る
理
由
を
錯
す
も

ω
t見
な
げ
れ

η
 

唱』

ω
ニ
己
仁
闘
し
て
は
私
は
曾
て
も
本
誌
上
に
や
、
詳
細
な
る
議
論
を
試
み
た
唱
、
ぜ
が
あ
る
ω

・

ば
な
ら

μ
。

き
れ
ば
新
計
査
が
立
て
ら
れ
、

ぞ
れ
が
愈
々
賀
行
せ
ら
れ
る
こ
苫
あ
り
芭
す
る
も
・
そ
山
一
婚
家
仁
於
け
る
成
総

を
猿
想
す
る
に
つ
い
て
は
.

や
は
り
従
来
諸
闘
及
我
岡
仁
於
て
書
め
ら
れ
た
る
経
験
が
、

そ
の
判
断
の
基
礎
を
潟

き
ね
ば
な
ら
凶
。
訓
告

L
自
作
農
地
の
創
設
及
維
持

ω事
業
を
し
て
異
に
有
数
な
る
も

ω芭
し
て
行
は
れ
し
め
ん
ご

欲
す
る
な
ら
ば
、

二
つ

ω
一
』
E
に
つ
い

τ是
非
十
分
息
切
っ
た
又
十
分
立
入
う
た
規
定
含
せ
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。

そ
れ
は
一
つ
は
小
庭
的
自
作
地

t
箱
苫
る
日
、
き
土
地

ω償
椅
を
低
安
に
決
定
す
る
を
得
ぺ
言
法
規
を
定
め
潜
〈
は

法
規
に
よ
る
機
関
全
設
定
す
る
-
』
ピ
、
、
他
は
地
主
が
北
(
回
明
格
を
以

τ土
地
の
提
供
を
幼
す
を
桓
ん
だ
場
合
共
他

必
要
な
る
場
合
仁
-
』
れ
を
強
制
的
に
牧
周
す
る
を
得
る
道
を
法
律
に
よ
っ
て
関
〈
-
』
ご
、
で
あ
る
o

自
作
的
小
農
地
た
る
ぺ
き
土
地
の
傾
格
を
低
安
に
定
め
得
る
た
め
に
義
雄
力
の
働
〈
ぺ
き
遣
を
開
〈
-
」
ご
に
つ

レ
て
は
従
来
諸
岡

ω一
法
規
が
ど
か
く
十
分
踏
込
ん
で
や
る
こ
芭
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
し

τ其
ω事
が
多
〈
は
事

業
を
不
徹
底
な
ら

L
む
る
主
な
る
理
由
を
錯
し
て
居
る
。

こ
れ
を
濁
迎
の
例
に
つ
い
て
鬼
る
も
、
地
代
農
地
己
せ

ら
る
ぺ
き
土
地
の
問
問
椛
は
原
則
芭
し
で
は
寅
買
常
事
者
聞
の
自
由
決
定
に
委
か
す
こ
ご
に
な
っ
て
居
る
o

尤
も
地

代
農
地
の
詩
債
は
一
般
委
員
命
日
(
後
に
は
開
拓
局
)
に
於

τこ
れ
を
匁
す
の
に
り
れ
い
と
も
・

そ
れ
は
た
hv

資
買
の
岡
崎

準
師
恨
格
を
一
不
す
に
過
ぎ
な
い
。
但

L
蛍
事
者
聞
の
契
約
調
格
が
著
し
〈
右
の
評
価
問
額
を
超
過

L
委
員
品
目
(
開
拓
局
)

本音色部トλ器部三腕拙稿『自作農創定事業白宣告誌と動車』
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に
於
て
期
か
る
高
償
金
以
て
し
て
は
地
代
農
地
正
し
て
其
獲
得
者
の
純
蹴
仰
が
立
「
初
当
難
い
ご
見
る
場
合
に
は
委
員

曾
(
開
拓
局
)
は
共
事
業
か
ら
手
を
引
く
-
」
正
に
な
る
が
鋳
め
に
、

賞
事
者
は
地
代
銀
行
を
小
に
立
て
、
土
地
代
伺

の
授
受
を
地
代
詩
券
正
年
賦
榔
Z
の
方
法
に
依

τ便
官
に
行
ふ
を
得
F
る
こ
吉
、
な
る
で
ワ
に
山
球
T
居
る
。
此

事
情
に
よ
h
委
員
曾
(
附
拓
局
)
ゆ
評
皿
聞
は
岡
山
間
的
に
首
一
き
を
活
す
わ
け
で
は
あ
る

ωで
め
る
。

次
に
英
士
ロ
利

ω質
例
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
愛
問
削

ω
小
農
山
山

ω柏
崎
に
す
る
土
地
購
入
制
に
於
て
は
常
初
土
地

ω倒

絡
を
低
〈
定
め
る
や
う
な
滋
は
詩
世
ら
れ

τ底引
y

・
ク
イ
ン
ダ
ム
法
に
於

τは
真
に
一
歩
一
を
進
め
て
、
土
地
を
綻

供
す
る
地
主
に
は
こ
れ
を
柴
則
す
る
た
め
に
土
地
購
入
補
助
基
金

(
E
E
町
C
H
n
F
E
n
』

丘

町

E
且
)
を
設
り
て
そ

ω中
か
ら
地
主
に
抽
出
刷
金
を
交
付
す
る
こ
正
に
ま
で
せ
ら
れ
た
。
然

L
一
九

O
九
年
山
改
正
法
に
依
れ
ば
土
地
委

国
民
曾
が
一
定
の
土
地
の
所
有
者
己

ω聞
に
斑
貨
の
協
定
を
命
意
的
に
成
立
せ
し
め
能
は
よ
る
場
合
に
は
委
員
曾

は
そ
の
所
有
者
に
到
し
て
故
後
通
肢
を
逸
品
緋
能
を
有

L
、
そ
の
通
牒
は
土
地
の
倒
椛
を
指
示
す
べ
き
も
の
ご

L

た
。
そ
し

τ討
し
地
主
が
土
地

ω資
却
を
肯
ん
守
な
い
場
令
に
は
土
地
委
員
品
目
は
指
示
山
一
倒
絡
や
以

t
強
制
的
に

之
を
貝
牧
す
る
を
得
る
も

ω
正
し
た
の
で
ゐ
る
G

加
之
愛
闘
に
於
て
は
地
代
の
調
査
が
行
は
れ
一
九

O
二
年
に
主

る
ま
で
に
飢
に
全
土

ω午
は
法
定
地
代
の
決
定
会
見
た
の
で
あ
っ
て
‘
此
一
帯
は
土
地
翼
民

ω行
は
れ
る
際
北
(
冊
慣
は
叩

を
定
め
る
に
つ
い
て
は
確
貨
な
る
基
礎
を
典
へ
る
わ
り
で
、
従
て
時
買
倒
格
に
は
一
定
の
陳
準
川
岡
山
相
た
る
も
の
が

示
さ
れ
て
居
る
こ
芭
に
な
る
山
英
胸
M
A
タ

?
l
戸
ス
に
謝
す
る
一
人
九
二
年
の
小
農
地
決
は
、

一
八
八
九
年
に
設

部
二
十
六
谷

部

破

九
二1，

ftt 

自
仲
良
地
旧
制
舵
及
維
持

J， 
j， 
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五福

議

正〉。

自
作
農
地
内
創
設

A
紘
持

第
二
十
六
谷

O 
G 

U~ 

WJ: 

け
ら
れ
た
る
特
別
委

μ曾
の
訓
査
報
告
じ
基
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
其
の
特
別
委
員
食
の
見
る
所
で

は
、
小
農
地
設
定
に
要
す
る
土
地
の
責
貨
は
常
事
者

ω自
肉
契
約
に
依
ら
l
む
べ
き
も
の
ご

L
た
。
従
て
一
入
九

一
了
年
内
法
律
に
於
て
も
立
法
叫
際
色
々
議
論
は
ゐ
っ
た
け
れ
ど
も
絡
に
強
制
徴
牧
松
を
認
め
な
い
-
」
正
に
じ
た
。

民
主
一

L

コL
年
こ
リ
~it
ド
J
t
E
.
H
T主
1
2
s
、

一4

j

〈
ノ

4
I
3
t
tレ
E
J
1
4
t
t

そ
の
改

E
法
に
於
て
は
、

前
に
も
一
不
L
花
や
フ
に
カ
ウ
ノ
V

チ
ー
ァ
カ
ク
v
v
v
u
y
が
土
地
を
借
入
れ
て
こ
れ
を
小
作
人
に
貸
輿
へ
る
助
令
に
は
ん
官
立
的
契
約

ω
成
立
た
ぶ
る
限

ら
こ
れ
を
強
制
的
に
牧
川
す
る
を
得
る
道
を
附
い
た
o

は
弧
制
桃
入
棋
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
的
で
め
る
訓

併

ι土
地
を
貝
取
ヲ
て
-
』
れ
を
小
作
人
に
到
波
す
場
合
仁

我
凶

ω自
作
農
地
創
設
及
維

HNω
事
業
に
は
従
来
土
地
の
債
格
に
つ
い
℃
は

盤
に
大
正
ト
-
一
-
年
に
小
作
制
度

調
査
曾
が
政
府
に
答
巾
ゼ
る
所
℃
は
、
「
貸
付
を
刊
却
す
土
地

ω購
入
制
椅
は
常
該
地
方
に
於

υ
る
M
H
日
山
一
冊
間
格
を
起

え
中
且
貸
付
を
受
〈
る
者
が
共
土
地
を
自
作
農
地
己

L
て
維
持
す
る
に
一
地
蛍
己
認
め
ら
る
、
似
柿
た
る
こ
さ
を
姿

す
」
ご
し
て
ゐ
っ
た
o

こ
れ
は
辿
常
な
去
分
で
は
ゐ
っ
た
が
、
抽
象
的
な
棋
準
を
一
不

L
た
も
的
に
過
ぎ
な
か
っ

た
u

北
(
後
大
正
十
五
年
五
月
二
十
一
日
に
至
h
白
作
農
剣
設
維
持
怖
助
規
則
{
農
林
省
令
第
十
枕
)
が
公
布
目
施
せ

ら
れ
る
こ
ご
に
な
っ
て
か
ら
は
、
資
金

ω貸
付
を
行
ふ
場
合
に
於
り
る
資
格
保
件
中
に
定
的
如
き
規
定
が
匁
3
れ

た
。
(
第
六
傑
)

三
、
購
入
せ
む
ど
す
る
土
地
の
購
入
債
務
は
伯
受
人
自
作
田
畑
正
し
1
其
土
地
の
経
畿
を
持
紛
L
得
る
匁
附
録

制ミl'i同上七四一七八百且入入rr'0) 
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に
定
む
る
算
式
に
依
る
楳
準
問
問
格
及
常
該
地
方
の
土
地

ω一
普
通
耐
倒
格
を
超
え
r
d

る
も

ωな
る
こ
己

問
、
小
作
州
資
買

ω慣
行
ゐ
る
地
方
に
於
て
土
地
の
購
入
に
際

L
共
土
地
の
小
作
権
を
併
せ
購
入
す
る
場
合
に

於
て
は
土
地
内
服
入
倒
桁
に
小
作
権
的
購
入
樹
格
を
加
算
[
た
る
も
の
が
前
批

ω傑
準
侭
椛
及
普
狐
償
椛
を

超
え
5
る
も

ωな
る
明
」
ご

五
、
維
持
せ
む
ぜ
ず
る
土
地
の
抵
蛍
似
務
相
は
第
三
枕
り
岡
崎
準
償
桁
及
普
通
倒
椅
を
越
え
す
北
一
時
入
倒
格
は
鵬

入
常
時
に
於
け
る
第
三
枕

ω棋
準
阿
問
椛
を
越
え

F
る
も

ω
な
る
-
}
芭

右
一
不
可
第
三
抜
山
規
定
巾
に
詞
ふ
所

ω
「
附
録
に
定
h
u
る
算
式
」
己
は

柑
悶
且
W
闘
湖
町
哨

H

、7
守
合
本
当

l
}己
主
声
明

2
5
3
三
宮
崎
市
岡
、
，

N
L情
M

J

Z
陪
叶
蒜

円
引
吋
叫
吋
叶

ご
一
弔
さ
れ
て
ゐ
る
ο

そ
し
て
又
そ

ω小
作
料
じ
つ
い
て
仙
考
が
つ
け
加
へ
ら
れ
て
居
る
。

-
」
れ
に
憐

t
見
れ
ば
、
我
倒

ω自
作
農
地
創
設
及
維
持
制
に
於
て
も
自
作
地
ご

L
て
創
設
又
は
維
持
せ
ら
れ
る

土
地
的
側
絡
は
前
説
者
間
凶
白
山
契
約
に
依
て
定
的
る
り
で
ぬ
る
が
、
た
ど
」
れ
に
謝
し

τは
所
副
総
準
側
桁
M
A

常
該
地
方
り
普
一
辿
附
帆
桁
を
越
え

5
る
も
り
ご
す
る
限
定
一
か
白
か
れ
℃
あ
る
弐
鈍
で
、
農
林
省
令
は
大
慨
に
於
て
小

作
制
度
制
査
谷
川
議
を
作
れ
掴

そ
り
希
同
ず
一
す
る
所
を
真
に
μ
一
開
化
し
て
棋
準
川
闘
拡
仰
を
定
h
U
る
錦
式
を
示
す
-
』
ご
じ

ー
た
も
り
で
め
る
o

そ

ω算
式
に
依
れ
ば
紙
準
倒
絡
は
普
泌
に
い
ふ
所

ω
牧
術
償
給
を
以
一
1
せ
ん
ご
す
る
も
の

で
、
土
地

ω
牧
径
を
形
地
る
小
作
料
か
ら
地
租
と
附
加
地
方
税
ご
を
引
い
た
も
の
を
利
子
歩
合
仁
て
除
L
、
以
-1

2曲

議

白
川
引
農
地
山
創
世
及
維
持

第
二
十
六
巻

C 

節

税

() 
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諭

J'f草

向
作
農
抽
の
創
設
及
維
持

第
二
十
六
番

O 

都

椀

O 

所
諮
資
本
法
一
五
を
行
ひ
た
る
共
的
資
本
側
絡
を
以
て
之
に
充
賞
す
る
の
で
ゐ
る
。
そ
し
て
共
砂
利
子
歩
合
ご
し
て

百
八
?
の
六
・
二
二
七
£

γ
ふ
数
字
を
用
ゐ

t
居
る
炉
、

こ
の
数
字
を
用
ゐ
る
に
つ
い
て
は
州
首

ω
理
山
め
る
べ
き

は
勿
論

ω
・
」
ご
で
あ
る
o

要
す
る
に
斯
〈
的
如
〈
諸
凶
ω
W
H
例
が
勝
目
H
せ
ら
る

4
F
土
地
の
債
務
を
定
む
る
に
つ
い

Iτ
は
全
然
こ
れ
を
賞

ム
引
が
刊
の
自
由
契
約
に
一
任
す
る
か
、

百
な
〈
ば
た

v
標
準
・
樹
椅
ピ
な
る
も
の
を
指
示
す
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
古

li 

ど
か
〈
ヨ
}
の
…
引
業
り
賀
行
に
常
っ
て
土
地
問
恨
格

ω高
き
に
過
ぐ
る
ご
い
ふ
民
放
を
作
ひ
立
(
錦
に
折
角
の
事
業

を
し
て
ど
か
〈
竿
身
不
随
的
り
も
り
に
仲
枯
ら
し
め
る
嫌
ぬ
る
所
己
ぜ
ら
れ
る
o
然
る
に
我
が
新
計
主
に
於
て
は
前

に
作
ら
れ
た
法
案
に
は
、
「
臼
作
持
地
ご
し
て
創
設
又
は
維
川
せ
む
己
す
ゐ
土
-
山
り
問
準
川
山
崎
そ
叫
他
必
要
な
る

制
限
(
中
山
崎
)
に
つ
い
℃
は
命
令
を
以
て
之
を
定
む
」
(
第
六
僚
)
正
い
ふ
規
定
が
泣
か
れ
て
ゐ
っ
た
が
、

改
訂
色
れ

た
る
法
案
に
は
一
」
れ
い
に
閲
す
る
何
等

ω規
定
を
も
設
け
て
居
な
い
や

F

フ
で
あ
る
。
惟
ム
に
此

ω重
要
駄
に
閲
す
る

規
定
を
知
何
に
定
む
べ
き
か
は
唱
』
の
事
業
を
仁
て
崎
川
家
ど
れ
ほ
ど
の
双
山
端
を
暴
「
る
を
得
L
U
べ
き
か
に
つ
い
て

は
・
甚
だ
重
要

ω
意
義
を
有
す
る
こ
ご
た
ら

F
る
を
得
な
い
で
あ
ら
う
o

之
に
闘
し
法
律
が
何
等
の
規
定
を
L
な

い
や
う
な
-
二
』
が
ゐ
つ
て
は
、
制
約
は
た
い
常
事
者
間
り
契
約
に
依
一
し
定
士
る
外
は
な
〈
‘
そ
う
な
れ
に
現
今
一
般

仁
川
川
間
山
高
い
門
肢
に
鑑
み
て
必
中
や
北
(
傾
向
仰
は
尚
一
ぎ
に
渇
き

小
作
人
は
司
』
れ
を
買
取
っ
て
自
作
人
ご
な
る
よ

り
も
却
っ
て
小
作
を
し
て
腐
る
方
を
得
策
ご
見
、
こ
の
事
業

ω成
総
は
悲
ら
な
い
ヨ
」
ご
に
な
る
外
は
あ
る
ま

ν。
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叉
こ
れ
を
現
行
農
林
省
令
の
算
式
の
や
う
に
小
作
料
品
川
」
恭
準
ど
し
て
一
定
利
子
歩
合
で
資
本
償
椛
に
還
元
す
る
方

法
を
山
止
め
川
ゐ
る
-
」
三
に
し
て
も
、

一
克
来
蛍

A1ω
小
作
料
が
高
き
に
犬
す
る
ご

ω非
難
が
小
作
人
側
仁
は
庇
〈
又

根
川
四
〈
存

L
て
居
る
弐
仰
だ
か
ら

か
く
て
算
定
せ
ら
れ
る
問
準
削
山
崎
は
や
は
り
高
3
に
夫
す
る
己
考
へ
ら
れ
る

を
免
れ
ぬ

rあ
ら
う
。

般
に
新
法
案
に
封
し

τ世
に
表
は
れ
て
居
る
批
評
に
つ
い
工
見
る
も
、
自
作
農
維
持
及
創
設
制
皮
山
知

3
は、

地
主
を
し
て
持
じ
伶
し
た
る
土
地
h
也
氏
池
「
る
道
を
得
せ
し
り
る
も
の
で
あ

h
、
叉
今
や
漸
〈
に
下
落
4
る
傾
向

ぞ
迎
へ
一
1
水
口
小
作
料
ピ
農
地
樹
桁
£
を
維
持
ず
る
手
段
三
な
る
に
過
ぎ
す
、

従
て
司
』

ω事
業
は
山
地
主
救
済
策
ご

[
て
の
意
義

ω方
が
小
作
人
救
泌
策
正
し
て

ω意
義
よ
'
り
も
大
で
あ
る
ご
論
じ
ら
れ
て
居
る
や
う
な
有
様
で
ゐ

る
。
従
一
1
批
評
者
は
今
よ
h
J
し
て
飢
に
小
作
人
を
戒
め
て
斯
か
る
地
主
救
済
策

ω
か
ら
く
り
に
利
川
せ
ら
れ
る
や

う
な
叫
却
を
柄
、
ず
る
-
ー
と
な
か
れ
恥
さ
説
い
一
1
厨
る
有
株
で
ゐ
る
。

購
買
ゼ
ら
れ
る
土
地
欄
桁
り
決
定
方
法
仁
つ
い
て
は
十
分
恨
重
な
る
研
究
ご
踏
込
ん
で
思
切
っ
た
方
割
引
を
定
む

る
唱
』
正
、
の
必
要
正
せ
ら
れ
る
所
以
で
ゐ
品
。

術
ほ
自
作
農
地
の
創
設
維
持
り
卒
業
を
十
分
有
ー
波
に
行
は
し
め
ん
た
め
に
は
、
共
目
的
に
謝
し
て
は
自
作
農
地

ご
し
て
の
土
地
の
供
給
を
潤
滞
な
ら
し
む
る
道
を
附
〈
ご
同
時
に
、

必
要
ゐ
る
場
合
に
は
土
地
を
或
耗
皮
ま
で
強

制
的
に
牧
用
す
る
借
地
を
閥
〈
必
要
が
ゐ
る
σ

此
蜘
に
つ
い
て
は
渦
逸

ω
一
九
一
九
年

ω全
図
的
移
住
法
は
従
来

ω

立
法
例
中
に
於
て
は
最
も
進
ん
だ
も
の
た
る
を
失
は
な
い
。
郎
、
ち
同
誌
に
よ
れ
ば
先
づ
固
有
地
は
其
上
に
存
す
る

戸辺
川

司主

第
二
十
六
巻

O 

O 

f再

4品

自
作
農
地
。
創
設
及
耕
持

ヨ司..;，.，ー
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叫

3凶

白
作
曲
岡
地
山
創
設
H
A
融
持

第
二
十
六
谷

O 
~~ 

当J

批

C 
f!-H 

小
作
契
約
が
満
期
に
議
す
れ
ば
移
住
小
山
崎
地
ご

L
て
購
入
古
る
〉
伊
』
得
る
も
の
ご
し
、
又
移
住
企
業
髄
(
公
品
括
的
移

佐
合
利
及
移
住
組
合
)
を

L
て
中
及
大
農
地
が
市
場
二
資
質
FE貝
ν
1
l
o給
古
品
、
身
A
官
仁
は
之
に
帆
剖
L
d
t一
先
買
椎

を
心
付
す
る
も
り
一
た
ら
[
め

二
十
五
へ
ク
タ

1
以
上

ω而
杭
聞
の
農
地
に
謝
し
て
は
法
的
先
貝
雌
を
干
仰
せ

L
W
た。

又
百
へ
ク
タ

1
以
上

ω農
地
に
劉

L
て
は
大
農
地

ω多
き
地
方
削
も
全
農
地
の
一
割
以
上
が
百
へ
ク
タ

1
以
上
山
り

戸
川
積
を
有
す
る
所
有
地
た
る
地
方
に
於
て
は
共
一
二
分

一
ま
で
は
之
を
移
住
地
ご
し

τ陸
供
せ

L
Lげ
る
も

ω
LE 

1寄

L
U
此

ω提
供
凶
錦
に
地
主
を
し

γ
一
土
地
提
供
組
合

(
F
E
e月『
2
5向
者
向

H
Z
E
)
伝
統
械
ぜ

L
U
る
ゆ
」
ご
に
じ

ご
)
戸
Y

J

J

T
一

U
1
2一4
4

一
具
に
叉
会
倒
的
移
佐
川
出
仁
於
一
ー
は
農
業
持
働
者

ωF為
に
小
農
地
を
遊
ー
り
興
へ
る
山
地
ご

l
τ
、
Jill 
プJ

白
品
川
悦

(
H
L
E向
ゆ

E
m山
口
白
自
色
白
の
ロ
宮
町
内
乱
停
止
は
所
定
官
廊

ω指
示
ゐ
る
場
介
に
は
、
北
(
自
治
悦
内
に
於
J
L
叩

に
労
働
に
従
市
中
セ
る
耐
労
働
者
的
幼
に
小
作
地
又
は
比
(
一
家
生
活
に
必
要
な
る
土
地
を
供
給
イ
ペ
き
任
務
を
負
ふ
も

)

j

t

3

・r
-

-

U
一
F
ー
や
ぺ
却
。
る
円
的
り
た
め
に
は
鹿
川
地
の
五
分
に
滑
る
ま
で
は
強
制
俄
川
又
は
公
用
徴
収
凶
単
に
よ
っ
て

自
治
餓
は
臨
時
地
を
獲
得
す
る
こ
ど
り
山
市
ゆ
る
も

ω
t
し
た
叩

我
凶
的
自
作
農
地
創
設
M
M
維
判
的
事
業
に
は
従
来
は
勿
論

ω?
」己、

新
に
立
て
ら
れ
た
計
去
に
も

-
」

ω自
作

地
た
る
べ
き
土
地
の
供
給
に
閥
-9
る
規
定
も
な
け
れ
ば
、

ま
し
一
1
強
制
的
牧
川
に
閲
す
る
規
定
は
全
然
見
官
ら
、
」

い
や
う
で
め
る
U

然
し
こ
的
功
業
を
ほ
ん
正
に
身
を
入
れ
て
や
ら
，
フ
ご
い
ふ

ωな
ら
ば
、

農
地
的
時
入
削
格
に
闘

す
る
司
」
己
、

こ
の
強
制
的
時
入
仁
闘
す
る
こ
正
、
に
つ
い

t
踏
込
ん
で
規
定
を
潟
す
勇
気
が
な
〈
て
は
、

其
{也

の
駄
で
ど
F

れ
な
立
振
な
集
を
細
み
山

L
て
も

仰
む
つ

τ魂
入
れ
ゴ
る
も
の
と
な
勺

τ
Iま
う
で
あ
ら
う
o

(
終
)
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